
治
省
は
、
現
在
、
各
市
町
村
に
散
ら

ば
っ
て
い
る
住
民
記
録
を
一
元
管
理

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
全
国
の
住
民

を
対
象
に
一
人
ひ
と
り
に
住
民
基
本
台
帳
番
号
コ

ー
ド
（
住
基
番
号
コ
ー
ド
）
を
強
制
的
に
つ
け
る

計
画
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
同
省
行
政

局
長
の
私
的
研
究
会
（「
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等
に
関
す
る
研
究
会
」）
を
設

け
、
検
討
を
重
ね
て
き
て
い
る
。

こ
の
自
治
省
研
究
会
は
、
昨
年
（
九
五
）
年
三

月
に
「
中
間
報
告
」
を
発
表
し
た
。

こ
の
「
中
間
報
告
」
は
、
北
欧
諸
国
な
ど
で
採

用
す
る
「
出
生
番
号
」
に
基
づ
く
�
国
民
総
背
番

号
制
度
�
に
加
え
、
�

国
民
皆
登
録
証
制
度
�
の
導

入
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
、
市
民

団
体
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）、
学
識
者
な
ど
か
ら
厳
し
い
批
判

を
浴
び
た
よ
う
に
、
こ
の
「
中
間
報
告
」
は
数
多

く
の
問
題
を
含
ん
で
い
た
。

自
治
省
研
究
会
は
、
そ
の
後
も
検
討
を
行
い
、

九　
六　
年　
三　
月　
二　
八　
日　
に　
「　
最　
終　
報　
告　
」　
を　
公　
表　
し　
た　
。　

そ
の
中
で
、
各
人
に
付
け
ら
れ
る
住
基
番
号
コ

ー
ド
は
、
�

生
涯
不
変
、
�

全
国
一
連
、
�

一

人
一
番
、
が
基
本
と
な
る
こ
と
。
ま
た
、
各
人
に

番
号
コ
ー
ド
・
カ
ー
ド
（
住
基
ID
カ
ー
ド
）
を
発

給
し
、
広
範
な
分
野
で
番
号
コ
ー
ド
を
利
用
す
る

こ
と
。
さ
ら
に
は
、
全
国
の
住
民
に
ラ
ン
ダ
ム
に

付
け
ら
れ
た
10
ケ
タ
の
番
号
コ
ー
ド
お
よ
び
基
本

４
情
報
（
氏
名
・
住
所
・
性
別
・
生
年
月
日
）
を
、

全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
一
元
管
理
す
る
た
め
に
、

全
国
の
市
区
町
村
と
専
用
回
線
で
結
ん
だ
都
道
府

県
お
よ
び
全
国
単
位
の
セ
ン
タ
ー
を
設
け
る
こ
と

な
ど
、
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

P
I
J
運
営
委
員
会
は
、
こ
の
「
最
終
報
告
」

を
慎
重
に
検
討
し
、
見
解
を
ま
と
め
る
に
至
っ
た

の
で
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。

■

行
政
官
僚
に
こ
の
よ
う
な
重
大
な

政
策
決
定
を
さ
せ
て
よ
い
の
か

こ
の
「
最
終
報
告
」
の
最
大
の
特
徴
は
、
自
治

省
行
政
局
長
と
い
う
一
行
政
官
僚
が
設
け
た
私
的

研
究
会
が
、
�
国
民
総
背
番
号
制
度
�
お
よ
び
、

�
国
民
皆
登
録
証
制
度
�
の
導
入
と
い
っ
た
極
め

て
重
要
な
政
策
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
最
終
報
告
」
が
現
実
の
も
の
に
な
る
と

す
れ
ば
私
た
ち
国
民
は
、
行
政
が
一
方
的
に
巧
み

に
作
り
上
げ
た
�
国
民
総
背
番
号
制
度
の
中
で
生

か
さ
れ
る
�
形
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ　
の　
「　
最　
終　
報　
告　
」　
は　
、　
行　
政　
が　
、　
住　
基　
番　
号　
コ　

ー　
ド　
お　
よ　
び　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
を　
織　
り　
込　
ん　
だ　
身　
分　
証　
明　

証　
（　
ID
カ　
ー　
ド　
）　
で　
、　
全　
国　
民　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
を　

コ　
ン　
ト　
ロ　
ー　
ル　
で　
き　
る　
仕　
組　
み　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　

た
ん
に
番
号
コ
ー
ド
な
し
で
は
生
活
で
き
な
い

�
番
号
化
社
会
�
の
み
な
ら
ず
、
ID
カ
ー
ド
が
な

い
と
あ
ら
ゆ
る
日
常
生
活
が
難
し
い
�
ID
カ
ー
ド

化
社
会
�
の
方
向
を
め
ざ
し
て
い
る
。

ま
さ
に
私
た
ち
国
民
の
精
神
的
自
由
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
�
デ
ー
タ
監
視
社
会
化
�
の
提
案

で
あ
る
。

こ
う
し
た
重
大
な
意
味
を
持
つ
制
度
の
検
討
に
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《
主
な
記
事
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・

自

治

省

の

�

国

民

総

背

番

号

制

度

�

�

国

民

皆

登

録

証

制

度

�

導

入

案

（
最
終
報
告
）
に
対
す
る
見
解
　

・
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築
等
に
関
す
る
研
究
会
最
終
報
告
の
要
旨

・
自
治
省
「
最
終
報
告
」
に
関
す
る
新
聞
の
解
説
・
社
説

号

外

自
治
省
の
�
国
民
総
背
番
号
制
度
�
�
国
民
皆
登
録

証
制
度
�
導
入
案
（
最
終
報
告
）
に
対
す
る
見
解

―
背
番
号
（
住
基
番
号
）
コ
ー
ド
と
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
に
よ
る

�
デ
ー
タ
監
視
社
会
�
化
プ
ラ
ン
を
批
判
す
る
―

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
（
P
I
J
）

一
九
九
六
年
四
月
二
日
運
営
委
員
会
承
認
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つ
い
て
、「
最
終
報
告
」
と
い
う
形
で
、
一

行
政
官
僚
と
そ
の
手
の
う
ち
に
あ
る
協
力

者
グ
ル
ー
プ
が
発
表
す
る
こ
と
に
、
ま
ず

も
っ
て
、
私
た
ち
は
異
議
を
唱
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
、

本
来
政
策
決
定
に
責
任
を
持
つ
は
ず
の
立

法
府
、
つ
ま
り
国
会
で
の
論
議
も
な
い
ま

ま
、「
最
終
報
告
」
が
出
さ
れ
る
状
況
は
異

常
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

ま
さ
に
国
民
不
在
、
行
政
優
位
国
家
現

象
の
最
た
る
例
の
一
つ
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に

対
し
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
政
策
方
針
の

策
定
・
発
表
に
つ
い
て
、
立
法
府
で
あ
る

国
会
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
失
っ
て
い

る
こ
と
に
対
し
、
遺
憾
の
意
を
表
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

「
長
良
川
河
口
ぜ
き
」、
「
高
速
増
殖
炉
も

ん
じ
ゅ
」
、
「
薬
害
エ
イ
ズ
」
、
「
住
専
」
に

つ
い
で
、「
住
基
番
号
コ
ー
ド
」
が
、
新
た

な
�
行
政
に
よ
る
過
誤
政
策
の
決
定
�
に

つ
が
ら
な
い
と
も
い
え
な
い
。

立
法
府
の
構
成
員
（
議
員
）
に
対
し
、

こ
の
問
題
の
重
大
性
を
認
識
し
、
国
民
の

代
表
者
と
し
て
積
極
的
に
対
応
す
る
よ
う

に
求
め
た
い
。

■

住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
は

エ

ス

カ

レ

ー

ト

す

る

「
中
間
報
告
」
で
は
、
生
涯
不
変
、
全
国

一
連
、
一
人
一
番
号
を
基
本
と
し
た
住
基

番
号
コ
ー
ド
制
度
、
す
な
わ
ち
�
国
民
総

背
番
号
制
度
�
の
導
入
を
前
面
に
打
ち
出

し
た
論
調
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
加
え
、「
最
終
報
告
」
で
は
、
本

人
確
認
制
度
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
Ｉ
Ｃ

〔
集
積
回
路
〕
仕
様
に
よ
る
身
分
証
明
証

〔
住
基
ID
カ
ー
ド
〕
を
持
た
せ
る
と
い
っ
た

�
国
民
皆
登
録
証
制
度
�
の
導
入
を
ね
ら

っ
て
い
る
点
が
め
だ
つ
。

「
中
間
報
告
」
に
比
べ
、
「
最
終
報
告
」

で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
な

緩
衝
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
「
番
号
」「
制
度
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
の
を
「
コ
ー

ド
」「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換

え
て
、
�
目
つ
ぶ
し
�
を
食
わ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
番
号
コ
ー
ド
は
、「
生
涯
不
変
」
か

ら
「
原
則
と
し
て
生
涯
不
変

※

」
と
し
た
り
、

住
基
ID
カ
ー
ド
の
「
強
制
交
付
」
か
ら
形

だ
け
の
「
任
意
申
請
交
付
」
と
す
る
な
ど

が
典
型
で
あ
る
。

※
氏
名
の
場
合
と
同
様
に
、
本
人
に
正
当
な
　

理
由
が
あ
れ
ば
変
更
が
可
能
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
ソ
フ

ト
化
の
た
め
の
、
こ
そ
く
な
ミ
ク
ロ
的
な

緩
衝
策
に
目
を
う
ば
わ
れ
て
い
て
は
、
自

治
省
「
最
終
報
告
」
の
問
題
の
本
質
を
見

誤
る
こ
と
に
な
る
。

消
費
税
の
導
入
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
い
っ
た
ん
導
入
を
許
す
と
、
役
人

は
「
緩
衝
策
」
を
取
り
払
ら
い
、
制
度
を

エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
必
至

で
あ
る
。

こ
れ
が
役
人
の
常
と
う
手
段
で
あ
る
。

P
I
J
は
、
自
治
省
と
の
顔
合
わ
せ
を

九
六
年
一
月
二
六
日
に
行
っ
た
。
そ
の
席

上
、
自
治
省
の
担
当
者
か
ら
、
『
「
最
終
報

告
」
発
表
後
、
法
案
作
り
に
移
り
、
九
七

年
の
通
常
国
会
で
の
制
度
創
設
に
向
け
た
、

法
律
の
成
立
を
は
か
り
た
い
』
旨
の
考
え

が
示
さ
れ
た
。

し　
か　
し　
、　
こ　
う　
し　
た　
国　
民　
の　
人　
権　
に　
多　
大　

な　
影　
響　
を　
及　
ぼ　
し　
か　
ね　
な　
い　
立　
法　
を　
行　
政　
が　

主　
導　
す　
る　
こ　
と　
に　
つ　
い　
て　
、　
多　
く　
の　
国　
民　
に　

と　
っ　
て　
は　
、　
ま　
さ　
に　
�　
寝　
耳　
に　
水　
�　
と　
言　
わ　

な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　

ほ
と
ん
ど
の
国
民
は
、
一
行
政
官
僚
の

設
け
た
私
的
研
究
会
の
「
最
終
報
告
」
の

内
容
を
吟
味
す
る
、
十
分
な
時
間
す
ら
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
、「
最
終
報
告
」
は
、
国
民
に
と
っ

て
は
「
番
号
制
度
の
是
非
を
考
え
る
」
際

の
、
単
な
る
一
参
考
意
見
に
過
ぎ
な
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
、

住
基
ID
カ
ー
ド
制
度
の
創
設
プ
ラ
ン
自
体

に
対
す
る
国
民
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な

い
現
状
で
は
、
法
案
の
検
討
そ
の
も
の
が

言
語
道
断
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
国
民
お
よ
び
国
会
に
よ
る
広
範

な
視
野
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
い
え
る
。

■

生

活

者

の

人

格

権

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護

の
視
点
の
欠
如

一
九
八
三
年
に
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判

所
は
『
個
人
を
全
人
格
的
に
管
理
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
住
民
基
本
台
帳
番
号
制
度

は
、
憲
法
が
保
障
す
る
「
人
格
権
」
を
侵

害
し
、
憲
法
違
反
』
と
す
る
旨
の
判
断
を

下
し
た
。

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
一
九
八

五
年
に
、
多
目
的
利
用
を
前
提
と
し
た

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
」
と
い
う
名

称
の
、
国
民
背
番
号
制
度
の
導
入
が
提
案

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
、
国
民

の
人
格
権
を
国
が
支
配
し
、
監
視
社
会
の

構
築
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
、
国
民
の
強
い
抵
抗
に
会
い
、
最

終
的
に
は
廃
案
と
な
っ
た
。

わ
が
国
で
も
、
一
九
七
〇
年
に
「
各
省

庁
統
一
個
人
コ
ー
ド
」
と
い
う
名
の
国
民

背
番
号
制
度
の
創
設
プ
ラ
ン
が
提
案
さ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
国
民
の
強
い

反
対
に
会
い
、
七
五
年
に
廃
案
に
な
っ
た
。

本
来
、
個
人
情
報
は
「
各
個
人
の
財
産
」

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
が

個
人
の
人
格
権
を
制
度
的
に
保
障
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

も　
は　
や　
わ　
が　
国　
は　
、　
行　
政　
主　
導　
の　
集　
団　
主　

義　
を　
基　
調　
と　
し　
た　
国　
を　
目　
指　
し　
て　
い　
な　
い　
。　

各　
個　
人　
の　
暮　
ら　
し　
を　
尊　
重　
す　
る　
生　
活　
者　
中　
心　

の　
国　
に　
な　
る　
こ　
と　
を　
標　
榜　
し　
て　
い　
る　
。　

こ
う
し
た
方
向
性
を
勘
案
す
る
と
、
行
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政
は
、
国
民
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る

ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、

た
え
ず
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
向
上
に
努
め
る

よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
同
時
に
、
行
政
は
、

そ
の
充
実
向
上
に
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
に

保
障
さ
れ
た
国
民
一
人
ひ
と
り
の
人
格
を

最
大
限
に
尊
重
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

国
民
の
人
格
権
の
尊
重
と
い
う
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
行
政
が
無
制
限
に
、
国
民
の

個
人
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
ま
た
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
強
制

的
に
背
番
号
コ
ー
ド
を
入
れ
墨
す
る
に
等

し
い
�
国
民
総
背
番
号
制
度
�
の
導
入

は
絶
対
に
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

背
番
号
コ
ー
ド
を
織
り
込
ん
だ
�　
国　
民　

皆　
登　
録　
証　
制　
度　
�　
の　
導　
入　
が　
回　
避　
さ　
れ　
る　
べ　

き　
こ　
と　
に　
つ　
い　
て　
も　
同　
様　
で　
あ　
る　
。　

た
と
え
何
ん
ら
か
の
行
政
番
号
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
も
、
単
一
の
番
号
コ
ー
ド

を
広
範
な
分
野
で
利
用
す
る
こ
と
は
、
私

た
ち
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
と
っ
て
は

脅
威
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、

各
行
政
分
野
ご
と
に
固
有
な
限
定
番
号
が
、

厳
重
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
措
置
を
講
じ

た
上
で
、
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

複
数
の
限
定
番
号
が
並
存
す
る
の
は
効

率
的
で
は
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
非

効
率
こ
そ
、
私
た
ち
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

守
り
わ
が
国
を
デ
ー
タ
監
視
社
会
に
し
な

い
た
め
に
払
う
べ
き
、
必
要
最
小
限
の

�
コ
ス
ト
�
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
発
達
し
た
今
日
で

は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
私
た
ち
生
活
者

の
人
格
権
を
護
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
重

要
と
い
え
る
。

こ
の
点
、「
最
終
報
告
」
は
、
こ
れ
ま
で

の
�
は
じ
め
に
番
号
制
度
あ
り
き
�
と
い

っ
た
行
政
官
僚
の
考
え
方
を
、
そ
の
ま
ま

踏　
襲　
し　
て　
い　
る　
。　
つ　
ま　
り　
、　
�
行
政
が
個
人

を
全
人
格
的
に
管
理
し
よ
う
�
と
い
う
意

図
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
�
生

活
者
の
個
人
情
報
は
各
個
人
の
財
産
�
と

い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
。

各
個
人
の
人
格
権
を
制
度
的
に
ど
う
護

る
の
か
、
と
い
っ
た
国
民
の
側
の
課
題
に

対
し
て
は
、
つ
け
足
し
程
度
の
提
案
に
終

始
し
て
い
る
。
真
に
国
民
の
「
情
報
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
権
」
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
保

障
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

■
�
分
権
的
�
な　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
情
報

管
理
シ
ス
テ
ム
の
真
偽

「
最
終
報
告
」
で
は
、
生
活
者
重
視
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
は
、
住
基
番
号
コ

ー
ド
の
導
入
が
必
要
不
可
欠
の
よ
う
に
説

か
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
生
活
者

大
国
へ
の
転
換
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
な

か
、
行
政
の
効
率
化
、
と
り
わ
け
私
た
ち

の
く
ら
し
に
身
近
な
市
区
町
村
の
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
・
向
上
の
た
め
に
は
、
住
基
番

号
コ
ー
ド
の
導
入
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る

か
の
よ
う
に
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
論
調
は
、
裏
返
せ

ば
、
�
行
政
の
簡
素
効
率
化
�
を
旗
印
と

し
た
�
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
の
軽

視
�
、
�
国
民
の
人
格
権
の
軽
視
�
を
、

正
当
化
し
よ
う
と
い
う
考
え
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
。

先
の
「
中
間
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号

コ
ー
ド
の
制
度
が
、
国
の
シ
ス
テ
ム
と
し

て
構
築
す
る
つ
も
り
な
の
か
ど
う
か
、
す

こ
ぶ
る
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
国
の

シ
ス
テ
ム
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲

法
第
八
章
で
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
「
地

方
自
治
」
に
対
す
る
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

と
な
る
と
の
批
判
が
強
か
っ
た
。

そ
こ
で
、「
最
終
報
告
」
で
は
、
�
地
方

公
共
団
体
共
同
の
分
散
・
分
権
的
な
シ
ス

テ　
ム　
�　
を　
装　
う　
こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
こ　
う　
し　
た　
批　

判　
を　
か　
わ　
そ　
う　
と　
努　
め　
た　
跡　
が　
見　
ら　
れ　
る　
。　

た
と
え
ば
、「
中
間
報
告
」
で
は
、
自
治

省
が
主
導
し
て
全
国
一
律
に
一
斉
に
付
番

す
る
方
法
を
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

「
最
終
報
告
」
で
は
、
各
市
区
町
村
が
、
あ

ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
全
国
共
通
の
重
複

し
な
い
10
ケ
タ
の
数
字
か
ら
な
る
番
号
コ

ー
ド
を
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ん
で
各
住
民
に
付

番
す
る
形
と
し
た
。

ま
た
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
と
基
本
４
情

報
（
以
下
、
双
方
を
一
体
と
し
て
「
住
基

番
号
コ
ー
ド
情
報
」）
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
等

を
行
う
た
め
に
創
設
さ
れ
る
、
全
国
単
位

セ
ン
タ
ー
（
中
央
セ
ン
タ
ー
）
が
、
一
例

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
国
単
位
セ
ン
タ
ー

は
、
自
治
省
所
管
と
せ
ず
に
、
一
部
事
務

組
合
な
い
し
は
地
方
自
治
法
上
の
協
議
会

な
ど
と
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
っ
た
提
案

を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
・
ソ
フ

ト
化
の
た
め
の
提
案
は
、
�
地
方
自
治
を

尊
重
す
る
�
単
な
る
ポ
ー
ズ
と
見
た
方
が

よ
い
。
こ
う
し
た
形
で
も
、
番
号
コ
ー
ド

制
度
や
セ
ン
タ
ー
を
実
質
的
に
自
治
省
が

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
支
障
が
な
い
と

判
断
し
た
上
で
の
提
案
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
と
も
か
く
住
基
番
号
コ
ー
ド

制
度
さ
え
導
入
で
き
れ
ば
、
後
は
制
度
改

悪
と
い
う
常
と
う
手
段
を
使
え
ば
よ
い
、

と
い
っ
た
判
断
に
基
づ
い
た
懐
柔
策
に
過

ぎ
な
い
。

こ
の
点
は
、
「
最
終
報
告
」
を
ま
と
め
た

当
人
達
が
最
も
よ
く
分
か
っ
て
い
る
と
思

う
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

■

地
方
条
例
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

禁
止
条
項
削
除
で
よ
い
の
か

「
最
終
報
告
」
が
、
い
か
に
�
地
方
公
共

団
体
の
自
治
権
�
や
市
民
の
人
格
権
を
軽

視
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
最

た
る
例
が
あ
る
。



CNNニューズ 号外
© 1996  PIJ 1996.04.15

(4)

そ
れ
は
、
地
方
自
治
体
の
「
個
人
情
報

保
護
条
例
」
に
盛
ら
れ
た
�
オ
ン
ラ
イ
ン

禁
止
条
項
�
を
、
緩
和
・
削
除
さ
せ
よ
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
し
て
い
る

．
．
．
．
．

点
で
あ
る
。

現
在
、
全
国
で
一
、
一
〇
〇
余
り
の
地

方
自
治
体
が
、
個
人
情
報
保
護
条
例
を
制

定
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
八
四
〇
余
り

の
自
治
体
が
、
他
の
団
体
と
の
情
報
の
オ

ン
ラ
イ
ン
禁
止
・
制
限
に
関
す
る
規
定
を

盛
り
込
ん
で
い
る
。

住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
が
現
実
の
も
の

と
な
る
と
す
れ
ば
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
情

報
の
流
通
に
と
り
障
害
と
な
る
の
が
、
こ

の
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
で
あ
る
。
自
治

省
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止

条
項
の
緩
和
・
削
除
を
各
自
治
体
に
求
め

て
い
る
。

「
最
終
報
告
」
で
は
、
�

通
信
回
線
に
よ

る
伝
送
機
能
が
現
代
の
情
報
処
理
技
術
で

は
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
�

地
方

自
治
体
の
個
人
情
報
保
護
技
術
の
水
準
も

向
上
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
オ
ン

ラ
イ
ン
禁
止
条
項
の
緩
和
・
削
除
の
必
要

性
を
う
た
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
単
な
る
「
デ
ー
タ
・
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
（
デ
ー
タ
の
安
全
）
」
と
「
住
民
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
」
と
は
、
必
ず
し
も

同
じ
次
元
の
問
題
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
点
も
多
い
。

地
方
自
治
体
が
条
例
に
オ
ン
ラ
イ
ン
禁

止
条
項
を
置
い
た
こ
と
の
本
来
の
ね
ら
い

は
、
デ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
よ
り
も
、

む
し
ろ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
あ
る
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
最
終
報
告
」
が
言
う
よ
う
に
、
デ
ー

タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
水
準
は
上
が
っ
て

き
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
仮
に
、
そ

れ
が
現
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
水
準
は
、
先
進
諸
国

の
中
で
は
、
ま
ち
が
い
な
く
最
低
に
近
い
。

住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
は
、
地
方
自
治

体
の
み
な
ら
ず
、
国
の
機
関
や
一
定
の
民

間
機
関
で
の
利
用
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
あ
る
国
の

個
人
情
報
保
護
法
は
、
デ
ー
タ
照
合
な
ど

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
規
制
し
て
い
な
い
。

ま
た
同
法
は
、
ま
っ
た
く
民
間
機
関
に

は
適
用
が
な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
苦
情

処
理
等
を
専
門
に
取
り
扱
う
独
立
し
た
機

関
（
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
）
も
設
け
ら
れ

て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
�
ザ
ル
法
�
状

況
は
、
各
自
治
体
の
個
人
情
報
保
護
条
例

で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

わ
が
国
は
、
各
自
治
体
条
例
に
盛
ら
れ

た
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
を
緩
和
・
削
除

で
き
る
状
況
に
な
い
、
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
む
し
ろ
、
全
国
の
自
治
体
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
を
制
定
・
強
化
し
、

自
治
体
と
銀
行
と
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な

ぐ
フ
ァ
ー
ム
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど
を
含
め
、

住
民
情
報
の
目
的
外
使
用
・
外
部
提
供
を

厳
格
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の

た
め
の
法
的
環
境
整
備
が
遅
れ
て
い
る
状

況
の
ま
ま
、
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
の
緩

和
・
削
除
を
行
う
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
侵
害
の
恒
常
化
な
ど
、
大
き
な
問
題
を

引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
。

そ
も
そ
も
地
方
自
治
体
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
禁
止
条
項
を
、
住
民
の
人
格
権
保
障
を

確
た
る
も
の
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
、

憲
法
お
よ
び
法
律
の
許
容
す
る
範
囲
内
で

条
例
で
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
自
治
省
が
不
要
な
介
入
を
行
う

こ
と
は
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
さ
に
、
憲
法
第
八
章
に
制
度
的
に
保

障
さ
れ
た
「
地
方
自
治
」
へ
の
介
入
に
あ

た
る
。。

■　

い　
ず　
れ　
は　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
・　
カ　
ー　
ド　

（　
国　
民　
登　
録　
証　
）　
な　
し　
で　
は　
歩　
け　
な　
く　
な　
る　

「
最
終
報
告
」
に
は
、
現
行
の
外
国
人
登

録
証
な
ら
ぬ
�
国
民
皆
登
録
証
制
度
�
に

近
い
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
い
っ
た
提
案
が

含
ま
れ
て
い
る
。

つ　
ま　
り　
、　
市　
区　
町　
村　
は　
、　
全　
国　
共　
通　
の　
様　

式　
の　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
・　
カ　
ー　
ド　
（　
住　
民　
カ　

ー　
ド　
）　
を　
発　
行　
す　
る　
こ　
と　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　

し
た
が
っ
て
、
自
治
省
は
、
単
に
�
国

民
総
背
番
号
制
度
�
の
み
な
ら
ず
、
�
国

民
皆
登
録
証
制
度
�
の
導
入
も
ね
ら
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

市
区
町
村
は
申
請
に
基
づ
い
て

．
．
．
．
．
．
．

、
�
国

民
登
録
証
�
で
あ
る
各
人
の
住
基
番
号
コ

ー
ド
が
記
録
さ
れ
た
、
全
国
共
通
仕
様
の

「
住
民
カ
ー
ド
（
住
基
ID
カ
ー
ド
）
」
を
発

行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
住
基
ID
カ
ー
ド
は
、
顔
写
真
入
り
と
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
一
つ
は
、
�
国
民
登
録
証
�

と
い
う
「
く
ら
い
イ
メ
ー
ジ
」
を
ソ
フ
ト

化
す
る
た
め
に
、
�
全
国
共
通
仕
様
の
住

民
カ
ー
ド
�
と
い
う
言
い
回
し
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
住
基
ID
カ
ー

ド
の
�
強
制
交
付
�
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

ソ
フ
ト
化
す
る
た
め
に
、
形
だ
け
の
�
任

意
申
請
�
と
い
う
懐
柔
策
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
交
付
を
望
ま
な
い
者
（
非
申

請
者
）
に
対
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
禁
止

が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た

く
意
味
が
な
い
。「
カ
ー
ド
（
国
民
登
録
証
）

が
い
や
な
ら
、
住
基
ID
カ
ー
ド
の
交
付
を

申
請
し
な
け
れ
ば
よ
い
」、
と
い
う
の
は
理

く
つ
で
し
か
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
最
終
報
告
」
に
盛
ら
れ
た

�
緊
急
時
等
の
安
否
確
認
�
や
�
投
票
�

の
際
に
は
、
カ
ー
ド
の
利
用
が
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
。
住
基
ID
カ
ー
ド
な
し
で
は
、

実
質
的
に
緊
急
時
あ
る
い
は
日
常
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
、
あ
る



CNNニューズ 号外
© 1996  PIJ1996.04.15

(5)

い
は
受
け
に
く
く
な
る
、
と
い
う
事
態
と

な
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
。

憲
法
第
二
五
条
で
制
度
的
に
保
障
さ
れ

た
生
存
権
が
、
各
人
に
発
給
さ
れ
た
一
枚

の
カ
ー
ド
で
左
右
さ
れ
る
構
図
が
で
き
あ

が
る
。

い
っ
た
ん
、
こ
う
し
た
住
基
ID
カ
ー
ド

の
交
付
を
許
す
と
、
役
人
の
発
想
は
、
カ

ー
ド
携
行
の
義
務
化
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
て
い
く
。
カ
ー
ド
不
携
行
者
は
、
令
状

な
く
身
柄
を
拘
束
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。

「
最
終
報
告
」
が
考
え
る
住
基
ID
カ
ー
ド

は
、
Ｉ
Ｃ
〔
集
積
回
路
〕
仕
様
の
も
の
で

あ
る
。
カ
ー
ド
の
表
面
に
は
各
人
の
背
番

号
（
住
基
番
号
コ
ー
ド
）
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
カ
ー
ド
読
取
用
端
末
装
置

を
使
っ
て
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
や
４
情
報

を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ー
ド
読
取

用
端
末
装
置
を
さ
げ
た
警
察
官
が
闊
歩
し
、

不
携
行
者
は
容
赦
な
く
連
行
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。

ま
さ
に
、
�
デ
ー
タ
監
視
に
よ
る
収
容

所
列
島
�
の
誕
生
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
番
号
（
Ｓ
Ｓ
Ｎ
）

カ
ー
ド
は
腐
食
す
る
ペ
ー
パ
ー
で
あ
る
。

こ
れ
は
連
邦
社
会
保
障
庁
（
Ｓ
Ｓ
Ａ
）

職
員
の
説
明
に
よ
る
と
、『
紛
失
し
た
と
き

に
悪
用
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
む
し

ろ
腐
食
し
易
い
素
材
を
意
図
的
に
使
っ
て

い
る
』
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
課
税

目
的
に
限
定
し
て
利
用
す
る
と
い
う
こ
と

で
導
入
し
た
「
納
税
者
番
号
（
Ｔ
Ｉ
Ｎ
）
」

に
つ
い
て
、
カ
ー
ド
を
発
行
し
て
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。

こ
れ
は
、
Ｔ
Ｉ
Ｎ
の
目
的
外
利
用
を
防

ぐ
こ
と
と
と
も
に
、
カ
ー
ド
の
国
民
ID
番

号
証
（
国
民
登
録
証
）
と
し
て
の
利
用
を

防
ぐ
の
が
ね
ら
い
と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
自
治
省
の
私
的
研
究
会
が

イ
メ
ー
ジ
す
る
国
民
総
背
番
号
制
度
の
モ

デ
ル
と
も
な
っ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で

も
、
カ
ー
ド
は
発
行
し
て
い
な
い
。

「
最
終
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

制
度
創
設
は
、
�
本
人
確
認
の
た
め
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
�
が
ね
ら
い
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
は
現
在
で

も
様
々
な
「
カ
ー
ド
」
を
保
有
・
携
帯
し
、

本
人
確
認
も
容
易
に
で
き
て
い
る
。

別
に
、
新
た
に
自
治
省
が
主
導
す
る
形

で
、
�
国
民
皆
登
録
証
制
度
�
の
よ
う
な

�
負
の
遺
産
カ
ー
ド
�
を
持
た
さ
れ
る
こ

と
を
望
ん
で
い
な
い
。

ま
た
、
私
た
ち
国
民
の
人
格
権
や
生
存

権
を
、
一
枚
の
カ
ー
ド
で
左
右
で
き
る
よ

う
な
仕
組
み
の
構
築
も
望
ん
で
い
な
い
。

ま
さ
に
、
こ
う
し
た
新
た
な
、
し
か
も

権
利
侵
害
的
な
カ
ー
ド
の
発
行
は
、
税
金

の
ム
ダ
づ
か
い
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
私
た
ち
国
民
は
、「
生

涯
不
変
、
全
国
一
連
、
一
人
一
番
号
」
を

基
本
と
し
た
「
住
基
番
号
コ
ー
ド
の
織
り

込
ま
れ
た
Ｉ
Ｃ
仕
様
の
カ
ー
ド
」
の
携
行

な
ど
、
ま
っ
た
く
望
ん
で
い
な
い
。

�
顔
写
真
入
り
カ
ー
ド
�
の
携
行
な
ど
論

外
で
あ
る
。「
顔
写
真
入
り
の
場
合
、
カ
ー

ド
の
更
新
が
必
要
」
と
い
う
に
至
っ
て
は
、

ま
る
で
、
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
を
、
定

期
的
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
。

指
名
手
配
写
真
の
貼
り
替
え
で
は
あ
る

ま
い
し
、
言
語
道
断
で
あ
る
。

こ
う
し
た
カ
ー
ド
が
真
に
必
要
な
の
は
、

近
年
問
題
を
次
々
と
起
こ
し
て
国
民
に
迷

惑
を
か
け
て
い
る
、
役
人
連
中
で
あ
る
。

彼
ら
の
行
状
を
、
国
民
が
誰
で
も
監
視

で
き
る
よ
う
、
役
人
に
こ
そ
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

を
持
た
せ
、
料
亭
や
高
級
ク
ラ
ブ
で
、
あ

る
い
は
ゴ
ル
フ
場
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
カ

ー
ド
を
提
示
さ
せ
、
記
録
を
取
る
必
要
が

あ
る
。

こ　
の　
際　
、　
一　
定　
ラ　
ン　
ク　
以　
上　
の　
高　
級　
官　
僚　

（　
役　
所　
の　
外　
郭　
団　
体　
幹　
部　
を　
含　
む　
）　
や　
政　
治　

家　
の　
み　
を　
対　
象　
に　
し　
た　
「　
ス　
テ　
ー　
タ　
ス　
・　
ナ　

ン　
バ　
ー　
」　
制　
と　
、　
「　
ゴ　
ー　
ル　
ド　
Ｉ　
Ｃ　
監　
視　
カ　

ー　
ド　
」　
制　
の　
導　
入　
を　
、　
提　
唱　
し　
た　
い　
。　

■　
結　
局　
、　
行　
政　
分　
野　
で　
の　
利　
用　
は　
無　
制　
限　

「
中
間
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

制
度
は
、
ど
う
い
っ
た
行
政
分
野
や
目
的

に
利
用
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
必
ず
し
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

P
I
J
を
含
め
、
各
界
か
ら
、
こ
う
し

た
番
号
コ
ー
ド
の
無
制
限
利
用
を
放
置
す

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
中
間
報
告
の

基
調
に
対
し
て
は
、
批
判
が
出
た
。
こ
の

点
、「
最
終
報
告
」
で
は
、
行
政
が
住
基
番

号
コ
ー
ド
制
度
を
利
用
で
き
る
目
的
及
び

分
野
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
を
示
し
た
。

「　
最　
終　
報　
告　
」　
が　
示　
し　
た　
と　
こ　
ろ　
に　
よ　
る　

と　
、　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
は　
次　
の　
よ　
う　
な　
目　
的　

及　
び　
分　
野　
で　
の　
利　
用　
が　
想　
定　
さ　
れ　
て　
い　
る　
。　

●
住
民
基
本
台
帳
事
務
目
的
で
の
利
用

一
つ
は
、「
住
民
基
本
台
帳
事
務
の
効
率

化
・
広
域
化
」
目
的
で
の
利
用
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
�

転
入
・
転
出
事
務
の
簡
略

化
・
効
率
化
、
�

一
つ
の
市
区
町
村
を
越

え
た
広
域
的
な
住
民
票
の
写
し
の
交
付
等

へ
の
利
用
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
一
生
に
何
度
こ
う

し
た
事
務
を
利
用
・
経
験
す
る
の
か
、
原

点
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
、
各
人
を
全
人

格
的
に
行
政
が
管
理
す
る
こ
と
も
可
能
な

「
生
涯
不
変
、
全
国
一
連
、
一
人
一
番
号
」

を
基
本
と
し
た
国
民
総
背
番
号
制
度
の
導

入
は
、
い
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、

住
民
票
を
、
ス
ー
パ
ー
へ
行
く
よ
う
に
毎

日
役
所
へ
取
り
に
行
く
者
も
い
な
い
。

●
本
人
確
認
事
務
、

共
通
番
号
目
的
で
の
利
用

二
つ
目
は
、
「
他
の
行
政
機
関
で
の
本
人

確
認
事
務
・
共
通
番
号
」
目
的
で
の
利
用
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で
あ
る
。

つ
ま
り
、
�

パ
ス
ポ
ー
ト
発
給
時
の
本

人
確
認
、
�

選
挙
の
際
の
本
人
確
認
、
�

そ
の
他
各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

際
の
本
人
確
認
、
な
ど
の
目
的
で
の
利
用

で
あ
る
。
ま
た
、
納
税
者
番
号
、
年
金
番

号
な
ど
、
他
の
行
政
分
野
と
の
デ
ー
タ
交

換
の
際
に
使
用
す
る
、
共
通
番
号
と
し
て

の
利
用
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
最
終
報
告
」
で
は
、
こ
の

二
つ
目
の
目
的
で
の
住
基
番
号
コ
ー
ド
制

度
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
�
法
令
に
基

づ
く
こ
と
�
お
よ
び
�
徹
底
し
た
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
保
護
�
が
前
提
と
な
る
旨
を
う

た
っ
て
い
る
。

至
極
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
え
て

こ
の
点
を
報
告
に
う
た
っ
た
こ
と
は
、
裏

返
せ
ば
、
こ
う
し
た
当
然
な
こ
と
が
今
の

行
政
で
は
ほ
と
ん
ど
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
と

な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
方
、
私
た
ち
は
、
法
令
に
基
づ
く

．
．
．
．
．
．

住

基
番
号
コ
ー
ド
の
利
用
と
い
う
、
一
見
す

る
と
�
規
制
�
に
み
え
る
表
現
も
、
実
は

余
り
歯
止
め
に
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
の
わ
が
国
の
立
法

府
は
、
行
政
府
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
法
律
を
作
れ
な
い
状
況
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
府
は
、
法

令
の
改
廃
な
ど
ほ
と
ん
ど
自
在
に
で
き
る

状
況
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
い
っ
た
ん
住
基
番
号
コ

ー
ド
制
度
の
導
入
を
許
せ
ば
、
行
政
主
導

に
よ
り
、
�
法
令
に
基
づ
く
�
住
基
番
号

コ
ー
ド
の
利
用
範
囲
は
、
み
る
み
る
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
。

ま　
た　
、　
「　
徹　
底　
し　
た　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
保　
護　

措　
置　
」　
の　
方　
も　
、　
縦　
割　
行　
政　
の　
も　
と　
、　
自　
治　

省　
に　
で　
き　
る　
こ　
と　
は　
限　
ら　
れ　
て　
い　
る　
は　
ず　
で　

あ　
る　
。　
た　
と　
え　
ば　
、　
大　
蔵　
省　
が　
�　
法　
令　
に　
基　

づ　
き　
�　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
を　
納　
税　
者　
番　
号　
に　

利　
用　
す　
る　
「　
権　
限　
」　
を　
、　
自　
治　
省　
が　
ど　
こ　
ま　

で　
�　
規　
制　
�　
で　
き　
る　
と　
い　
う　
の　
か　
。　

さ
ら
に
、
で
き
る
と
い
う
の
な
ら
、
議

会
直
属
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
の
苦
情
処

理
機
関
（
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
）
の
創
設

な
ど
、
具
体
的
な
提
案
を
示
し
て
欲
し
い
。

�
絵
に
か
い
た
餅
�
の
よ
う
な
幻
の
規
制

プ
ラ
ン
を
住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
導
入
の

た
め
の
懐
柔
策
に
使
う
な
ど
、
も
っ
て
の

ほ
か
で
あ
る
。

●
国
民
登
録
証
（
ID
カ
ー
ド
）
目
的

で
の
利
用

三
つ
目
は
、「
国
民
皆
登
録
証
制
度
」
導

入
目
的
で
の
利
用
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
最
終
報
告
」

で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
の
織
り
込
ま
れ

た
�
住　
基　
番　
号　
カ　
ー　
ド　
（　
住　
民　
カ　
ー　
ド　
）　
�

の
発
行
を
想
定
し
て
い
る
。

�
全
国
共
通
仕
様
の
住
民
カ
ー
ド
�
と
い

う
口
当
た
り
の
い
い
装
丁
を
と
っ
て
は
い

る
も
の
の
、
実
体
は
�
国
民
身
分
証
明

（
ID
）
カ
ー
ド
�
の
仕
組
み
で
あ
る
。

私
た
ち
国
民
は
、
ど
う
し
て
こ
う
し
た

「
ID
カ
ー
ド
」
の
携
行
を
行
政
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
ま
た
、

ど
う
し
て
こ
う
し
た
提
案
を
自
治
省
の
行

政
局
長
の
私
的
研
究
会
が
決
め
ら
れ
る
の

か
、
ま
っ
た
く
解
せ
な
い
。

仮
に
住
基
番
号
コ
ー
ド
を
導
入
す
る
と

し
て
も
、
番
号
を
本
人
が
覚
え
て
し
ま
え

ば
、
カ
ー
ド
な
ど
必
要
な
い
わ
け
で
あ
る
。

一
生
涯
使
う
番
号
コ
ー
ド
と
い
う
の
な
ら
、

覚
え
る
の
は
容
易
で
あ
る
し
、
カ
ー
ド
の

発
行
な
ど
不
必
要
で
あ
る
。

ID
カ　
ー　
ド　
を　
国　
民　
全　
員　
に　
携　
行　
さ　
せ　
、　
不　

携　
行　
者　
を　
連　
行　
で　
き　
る　
よ　
う　
な　
事　
態　
に　
エ　
ス　

カ　
レ　
ー　
ト　
さ　
せ　
な　
い　
た　
め　
に　
も　
、　
カ　
ー　
ド　
の　

発　
行　
は　
絶　
対　
に　
許　
し　
て　
は　
な　
ら　
な　
い　
。　
も　
ち　

ろ　
ん　
、　
顔　
写　
真　
入　
り　
の　
Ｉ　
Ｃ　
仕　
様　
の　
カ　
ー　
ド　

の　
発　
行　
な　
ど　
、　
論　
外　
で　
あ　
る　
。　

●
報
告
の
言
い
回
し
は
ソ
フ
ト
だ
が

表
面
的
に
「
最
終
報
告
」
を
読
む
と
、

「
中
間
報
告
」
と
は
異
な
り
、
行
政
が
住
基

番
号
コ
ー
ド
制
度
を
利
用
で
き
る
目
的
や

分
野
が
、
一
見
、
特
定
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
も
見
え
る
。

し　
か　
し　
、　
す　
で　
に　
分　
析　
し　
た　
よ　
う　
に　
、　
実　

際　
は　
、　
行　
政　
分　
野　
で　
の　
利　
用　
は　
、　
無　
制　
限　
に　

拡　
大　
で　
き　
る　
構　
図　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　「　
最　
終　

報　
告　
」　
は　
、　「　
国　
民　
総　
背　
番　
号　
制　
度　
」　
の　
み　

な　
ら　
ず　
、　「　
国　
民　
皆　
登　
録　
証　
制　
度　
」　
の　
導　
入　

と　
い　
っ　
た　
、　
私　
た　
ち　
の　
人　
格　
権　
や　
生　
存　
権　
に　

多　
大　
な　
影　
響　
を　
及　
ぼ　
す　
提　
案　
で　
あ　
る　
。　

「
最
終
報
告
」
が
目
指
す
�
本
人
確
認
の

た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
�
と
は
、

ま
さ
に
、
全
行
政
機
関
が
全
国
民
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
包
括
的
に
管
理
で
き
る
�
デ

ー
タ
監
視
社
会
の
構
築
�
の
た
め
の
提
案

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

表
面
的
な
言
葉
に
振
り
回
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。

■

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
策
の
内
実

「
最
終
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

制
度
の
導
入
に
あ
た
り
必
要
と
思
わ
れ
る

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
策
に
つ
い
て
様
々
な

角
度
か
ら
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、「
最
終
報
告
」
に
盛
ら

れ
た
保
護
策
の
内
実
に
つ
い
て
、
個
別
的

に
点
検
し
て
み
る
。

●
特
別
の
法
的
保
護
策
の
実
施
は

本
当
に
可
能
な
の
か

今　
日　
に　
及　
ん　
で　
も　
、　
い　
ま　
だ　
個　
人　
情　
報　
保　

護　
条　
例　
を　
制　
定　
し　
て　
い　
な　
い　
地　
方　
自　
治　
体　
も　

多　
い　
。　
こ　
の　
点　
を　
勘　
案　
し　
、　
「　
最　
終　
報　
告　
」　

で　
は　
、　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
制　
度　
の　
導　
入　
に　
あ　

た　
り　
、　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
法　
の　
よ　
う　
な　
法　
律　
の　

中　
に　
、　
独　
自　
の　
個　
人　
情　
報　
保　
護　
措　
置　
を　
盛　
り　

込　
む　
べ　
き　
で　
あ　
る　
と　
し　
て　
い　
る　
。　

住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
の
導
入
の
是
非

は
さ
て
お
き
、
こ
の
提
案
そ
の
も
の
は
、

現
在
で
も
、
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
護
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る
た
め
に
は
当
然
に
必
要
と
さ
れ
る
措
置

で
あ
る
。

住
民
基
本
台
帳
記
載
の
個
人
情
報
が
、

名
簿
業
者
な
ど
に
よ
っ
て
�
市
販
�
さ
れ

て
い
る
今
日
、
な
ぜ
今
ま
で
、
住
民
基
本

台
帳
記
載
情
報
の
抜
本
的
な
法
的
な
保
護

策
が
と
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
っ

た
く
理
解
に
苦
し
む
。

住
基
番
号
コ
ー
ド
は
い
い
か
ら
、
今
す

ぐ
に
国
会
に
お
願
い
し
て
法
的
な
保
護
策

の
立
法
化
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。
�
実

績
�
の
な
い
役
人
に
国
民
は
何
も
ま
か
せ

ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
最
終
報
告
」
で
は
、
行
政

が
住
基
番
号
コ
ー
ド
制
度
を
利
用
で
き
る

目
的
お
よ
び
分
野
を
、
�

住
民
基
本
台
帳

事
務
に
限
定
し
て
い
な
い
。
�

他
の
行
政

機
関
で
の
本
人
確
認
事
務
・
共
通
番
号
目

的
で
の
利
用
も
考
え
て
い
る
。

「
最
終
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

利
用
に
係
る
、
独
自
の
個
人
情
報
保
護
の

た
め
の
法
的
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
、

と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
行
の
個
人
情
報
保
護
法
や

縦
割
行
政
の
力
関
係
を
超
え
て
、
全
行
政

機
関
を
拘
束
す
る
、
抜
本
的
な
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
の
措
置
を
と
れ
る
と
は
思
え
な

い
。
結
局
は
、
「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

権
」
さ
え
も
認
め
て
い
な
い
現
行
の
個
人

情
報
保
護
法
の
枠
内
で
、
不
完
全
な
対
応

策
を
示
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。

自　
治　
省　
が　
や　
れ　
る　
と　
い　
う　
な　
ら　
、　
今　
す　
ぐ　

に　
国　
民　
の　
前　
に　
実　
行　
力　
を　
見　
せ　
て　
欲　
し　
い　
。　

●
セ
ン
タ
ー
保
有
の
情
報
内
容
が

拡
大
さ
れ
な
い
保
証
は
な
い

「
最
終
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

情
報
（
基
本
情
報
＋
住
基
番
号
コ
ー
ド
）

の
登
録
管
理
・
改
訂
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
等

の
事
務
を
担
当
す
る
た
め
の
、
全
国
単
位

セ
ン
タ
ー
（
中
央
セ
ン
タ
ー
）
お
よ
び
都

道
府
県
単
位
セ
ン
タ
ー
を
設
け
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
で

き
る
デ
ー
タ
は
、
氏
名
、
住
所
、
性
別
お

よ
び
生
年
月
日
の
基
本
４
情
報
と
、
番
号

コ
ー
ド
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
最
終
報
告
」
が
モ

デ
ル
と
し
て
い
る
出
生
番
号
方
式
の
国
民

総
背
番
号
制
度
を
実
施
し
て
い
る
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
中
央
セ
ン
タ
ー
（
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｒ
）

で
は
、
広
範
な
デ
ー
タ
が
各
人
の
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。（
図
１
）

こ
う
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
例
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
将
来
、
セ
ン
タ
ー
に
あ
る

各
人
の
フ
ァ
イ
ル
に
入
力
す
る
デ
ー
タ
を

拡
大
し
よ
う
と
思
え
ば
、
容
易
に
で
き
る
。

ま
た
、
拡
大
入
力
を
し
な
い
、
と
い
う

保
証
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た
と
え
、
住
民

基
本
台
帳
法
の
よ
う
な
法
律
で
、
セ
ン
タ

ー
の
フ
ァ
イ
ル
に
入
力
す
る
基
本
情
報
を

限
定
す
る
に
し
て
も
、
法
令
の
改
正
を
行

え
ば
、
容
易
に
拡
大
で
き
る
。

災
害
や
救
命
用
に
「
血
液
型
」
を
、
病

気
治
療
や
犯
罪
捜
査
が
容
易
な
よ
う
に

「
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
と
、
入
力
情
報
は
次
第
に
エ

ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。

一　
方　
、　
セ　
ン　
タ　
ー　
以　
外　
の　
デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　

で　
、　
広　
範　
な　
情　
報　
を　
収　
集　
・　
保　
有　
す　
る　
こ　
と　

も　
可　
能　
で　
あ　
る　
。　
歯　
止　
め　
は　
き　
か　
な　
い　
。　

●
外
部
提
供
・
目
的
外
利
用
の

規
制
は
当
然

「
最
終
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

情
報
が
無
制
限
に
外
部
に
提
供
さ
れ
た
り
、

情
報
主
体
で
あ
る
住
民
の
知
ら
な
い
と
こ

ろ
で
目
的
外
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
当

該
情
報
を
受
領
す
る
行
政
機
関
に
対
し
、

利
用
目
的
の
特
定
・
明
示
を
求
め
て
い
る
。

ま　
た　
、　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
情　
報　
の　
秘　
密　
保　

持　
お　
よ　
び　
安　
全　
性　
確　
保　
を　
ね　
ら　
い　
に　
、　
当　
該　

情　
報　
に　
ア　
ク　
セ　
ス　
し　
管　
理　
す　
る　
者　
の　
規　
制　
、　

当　
該　
情　
報　
に　
つ　
い　
て　
の　
法　
的　
及　
び　
技　
術　
的　
な　

措　
置　
を　
講　
じ　
る　
よ　
う　
に　
求　
め　
て　
い　
る　
。　

当
然
に
必
要
な
、
最
低
限
の
措
置
を
確

認
し
た
ま
で
の
記
述
と
い
え
る
。

●

多
目
的
利
用
が
前
提
で
、

�
万
全
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
�
っ
て

何
の
意
味
？

「　
最　
終　
報　
告　
」　
で　
は　
、　
ハ　
ッ　
カ　
ー　
な　
ど　
外　

部　
か　
ら　
の　
ア　
ク　
セ　
ス　
に　
備　
え　
る　
た　
め　
に　
�
万

全
な
技
術
的
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
�
を

と
っ
た
、
と
し
き
り
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
番
号
コ
ー
ド
は
ラ
ン
ダ
ム

に
つ
け
る
と
か
。
番
号
コ
ー
ド
か
ら
は
氏

名
な
ど
が
判
明
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
か
。

住
基
番
号
コ
ー
ド
情
報
の
各
市
区
町
村
、

各
セ
ン
タ
ー
間
の
デ
ー
タ
転
送
に
は
専
用

回
線
を
使
う
等
々
。

確
か
に
、
こ
う
し
た
対
策
は
、
銀
行
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
（
パ
ス

ワ
ー
ド
）
の
よ
う
な
場
合
に
は
意
味
が
あ

る
。
�
預
金
取
引
�
の
よ
う
な
特
定
な
い

・PIN（国民背番号）

・氏名

・住所

・管理教区

・本籍地

・出生地

・国籍（スウェーデン人、その他）

・婚姻関係（独身、既婚、離別、etc.）

・婚姻関係を最後に変更した日付

・認知関係（たとえば、妻・夫のPIN

子ども等扶養者のPIN）

・所得税の賦課額

・本人及び家族の所得額

・本人及び家族の課税対象資産

・居住用として保有する不動産（１戸建

て、集合住宅、農家、別荘、その他）

・不動産所在地の県の地域番号

・建物の類型（建物の種類、大きさ、

建築年、１階建て・２階建て、地下

室の有無、その他主たる定着物）

・不動産の評価額

・ダイレクト・メール送達の是非

・このファイルを最後に変更した日付

〔図１〕 ＳＰＡＲ入力情報の内訳
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し
は
単
一
の
目
的
に
使
わ
れ
る
番
号
コ
ー

ド
は
、
一
つ
の
閉
鎖
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、

デ
ー
タ
の
リ
ー
ク
や
不
法
な
ア
ク
セ
ス
は

防
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
は
、
多
目

的
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
様
々
な
シ
ス
テ
ム
で
使
わ
れ
る
。

�
住
基
番
号
コ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
�
に
だ

け
利
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

身
元
確
認
（
ID
）
番
号
と
し
て
の
利
用
、

す
な
わ
ち
番
号
主
体
が
「
他
人
に
告
知
す

る
」
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

番
号
コ
ー
ド
が
多
様
な
シ
ス
テ
ム
や
広

範
な
目
的
に
使
わ
れ
る
場
合
、
住
基
番

号
コ
ー
ド
情
報
シ
ス
テ
ム
単
体
に
対
す
る

�
万
全
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
�
は
、
ほ

と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
ま
た
明
ら
か

に
�
不
当
表
示
�
と
い
え
る
。
そ
の
効
果

は
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
�
肺
炎

の
際
に
熱
さ
ま
し
を
飲
む
�
に
等
し
い
。

た
と
え
ば
、
納
税
者
番
号
と
し
て
利
用

さ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
は
源
泉
徴
収
義
務
者
（
勤
務
先
）

や
税
理
士
な
ど
民
間
機
関
に
、
住
基
番
号

コ
ー
ド
情
報
を
当
然
に
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
逆
に
、
源
泉
徴
収
義
務
者
な

ど
が
こ
の
提
供
を
要
求
で
き
な
い
と
す
る

と
、
納
税
者
番
号
と
し
て
は
使
え
な
い
。

一
方
、
こ
う
し
て
民
間
機
関
に
提
供
さ

れ
た
住
基
番
号
コ
ー
ド
情
報
が
、
不
法
ま

た
は
不
当
に
再
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
デ
ー
タ
主
体
で
あ
る

納
税
者
（
勤
労
者
）
が
、
そ
れ
を
追
跡
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
�
デ　
ー　
タ　
・　
ロ　
ン　
ダ　
リ　
ン　
グ　
�

さ
れ
た
り
す
る
と
、
た
と
え
不
法
利
用
を

発
見
し
た
と
し
て
も
、
犯
人
で
あ
る
不
法

な
情
報
提
供
源
を
特
定
す
る
の
は
、
至
難

の
わ
ざ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
目
的
利
用
を
前
提
と

す
る
限
り
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
情
報
の
転

送
に
専
用
回
線
を
使
う
こ
と
な
ど
は
、
ほ

と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
こ
の
程
度
の
基
本

情
報
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
フ
ァ
イ

リ
ン
グ
」
の
手
法
を
使
え
ば
他
か
ら
容
易

に
収
集
で
き
る
。
こ
う
し
た
形
で
の
対
策

は
技
術
屋
の
�
机
上
の
空
論
�
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。

あ
る
い
は
、
本
当
の
ね
ら
い
は
専
用
回

線
設
置
の
た
め
の
�
予
算
か
せ
ぎ
�
に
あ

る
の
か
？
、
と
疑
い
た
く
も
な
る
。

た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
納
税

者
番
号
（
Ｔ
Ｉ
Ｎ
）
の
場
合
、
�
課
税
�

に
利
用
が
限
定
さ
れ
た
番
号
で
あ
る
。
当

然
身
元
確
認
（
ID
）
番
号
と
し
て
使
っ
て

も
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
利
用
目
的

が
極
端
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
も
で
き
る
。

ま　
た　
、　
利　
用　
価　
値　
も　
限　
定　
さ　
れ　
る　
こ　
と　
か　

ら　
、　
外　
部　
者　
が　
不　
法　
に　
入　
手　
し　
て　
利　
用　
し　
よ　

う　
と　
い　
う　
イ　
ン　
セ　
ン　
テ　
ィ　
ブ　
も　
小　
さ　
く　
な　

る　
。　
い　
わ　
ば　
、　
パ　
ス　
ポ　
ー　
ト　
の　
番　
号　
は　
、　
パ　

ス　
ポ　
ー　
ト　
目　
的　
に　
し　
か　
使　
わ　
れ　
な　
い　
か　
ら　
、　

誰　
も　
そ　
の　
番　
号　
に　
無　
理　
や　
り　
ア　
ク　
セ　
ス　
し　
よ　

う　
と　
し　
な　
い　
の　
と　
同　
じ　
で　
あ　
る　
。　

●
「
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
」

を
保
障
す
る
の
は
世
界
の
趨
勢
だ
が

「
最
終
報
告
」
で
は
、
セ
ン
タ
ー
に
あ
る

住
基
番
号
コ
ー
ド
情
報
の
「
開
示
」
に
つ

い
て
は
、
情
報
主
体
に
対
し
そ
の
請
求
を

�
権
利
�
と
し
て
認
め
る
。

と
こ
ろ
が
、
内
容
等
の
「
訂
正
」
に
つ

い
て
は
、
単
に
�
申
し
出
�
が
で
き
る
に

と
ど
ま
る
。
権
利
と
し
て
は
請
求
で
き
な

い
形
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
申
し
出

を
ど
う
扱
う
か
は
、
セ
ン
タ
ー
の
�
お
情

け
次
第
�
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
構
図
と
な
っ
て
い
る
背
景
に

は
、
先
進
諸
国
で
は
一
般
的
と
な
っ
て
い

る
「
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
」
と

い
う
意
味
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
、
認

知
し
ま
い
と
す
る
日
本
の
行
政
当
局
の
考

え
方
が
あ
る
た
め
だ
。

「
最
終
報
告
」
で
は
、
�
国
民
総
背
番
号

制
度
�
、
�
国
民
皆
登
録
証
制
度
�
と
い

っ
た
大
が
か
り
な
国
民
監
視
シ
ス
テ
ム
の

導
入
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
民
の
「
自
己
情
報
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
」
な
い
し
は
「
情
報
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
」
は
認
め
た
く
な
い
と
い
う
基
調

が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
は
、
�
つ
け
足

し
の
課
題
�
と
み
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く

分
か
る
。

●
セ
ン
タ
ー
内
に
苦
情
処
理
組
織

を
設
け
て
何
が
で
き
る
？

「
最
終
報
告
」
で
は
、
セ
ン
タ
ー
に
あ
る

住
基
番
号
コ
ー
ド
情
報
の
利
用
、
提
供
、

開
示
等
に
関
す
る
苦
情
や
照
会
等
に
応
じ

る
た
め
に
、
セ
ン
タ
ー
内
に
苦
情
処
理
組

織
を
設
け
る
な
ど
に
よ
り
、
適
切
な
対
応

．
．
．
．
．

に
努
力
す
る

．
．
．
．
．

、
と
し
て
い
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
は
、
現
在
、
自
治
省
の
私
的
研

究
会
の
「
最
終
報
告
」
が
考
え
て
い
る
よ

う
な
国
民
総
背
番
号
制
度
は
、
国
民
の
反

対
で
流
産
し
た
。
そ
の
後
、
課
税
目
的
に

利
用
を
限
定
し
た
番
号
（
Ｔ
Ｉ
Ｎ
）
制
度

を
導
入
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
際
に
、
議
会
直
属
の
独

立
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
専
門
の
苦
情
処
理

機
関
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ

ー
）
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
に
お

い
て
も
、
同
様
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
コ
ミ

ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
苦
情
処
理
機
関
は
、
行
政
機

関
へ
の
質
問
検
査
の
み
な
ら
ず
、
立
入
調

査
や
是
正
勧
告
を
行
え
る
な
ど
、
強
力
な

権
限
を
持
っ
て
い
る
。

「
最
終
報
告
」
が
い
う
よ
う
に
、
仮
に
セ

ン
タ
ー
内
に
苦
情
処
理
組
織
が
設
け
ら
れ

た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
満
足
な
権
限
が

与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
様
々
な
苦
情
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を
的
確
に
処
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
苦
情
は
、
行
政
機
関

内
部
で
起
こ
り
う
る
住
基
番
号
コ
ー
ド
情

報
の
、
組
織
的
な
不
法
利
用
な
ど
に
も
及

ぶ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
「
最
終
報
告
」
は
、
こ
う
し
た
腑

抜
け
な
内
容
の
組
織
を
も
っ
と
も
ら
し
く

「
提
言
」
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
第
一
に
、
自
分
ら
は
今
ま
さ
に
、
�
国

民
総
背
番
号
制
度
�
や
�
国
民
皆
登
録
証

制
度
�
と
い
っ
た
、
国
民
の
人
権
に
途
方

も
な
い
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
認

識
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
縦
割
行
政
の
中
で
、
縄
張
り
の
拡

大
だ
け
に
懸
命
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
行
政
官
僚
の
私
的
研
究
会
が
検

討
を
行
っ
て
い
る
た
め
に
、
省
庁
間
の

「
利
害
調
整
」
だ
け
を
優
先
さ
せ
て
、
小
手

先
で
シ
ス
テ
ム
作
り
を
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
�
最
初
に
住
基
番
号
コ

ー
ド
制
度
あ
り
き
�
で
、
国
民
の
人
権
や

苦
情
処
理
請
求
権
な
ど
は
、
ま
さ
に
�
つ

け
足
し
�
と
考
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
、
役
人
に
こ
う
し

た
制
度
の
検
討
を
ま
か
せ
て
い
て
は
い
け

な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
国
民

の
代
表
者
で
あ
る
国
会
で
、
高
度
情
報
化

社
会
に
お
け
る
国
民
の
人
権
を
保
障
す
る

包
括
的
な
仕
組
み
を
、
ど
う
構
築
す
べ
き

な
の
か
を
真
剣
に
議
論
し
よ
う
と
し
な
い

か
ら
、
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

●
デ
ー
タ
照
合
の
禁
止

各
行
政
機
関
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
を

使
っ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
く
れ
ば
、
デ

ー
タ
交
換
、
デ
ー
タ
結
合
、
デ
ー
タ
照
合

（
以
下
「
デ
ー
タ
照
合
」
）
が
容
易
に
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
オ
ン

ラ
イ
ン
で
実
施
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

番
号
コ
ー
ド
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ

た
デ
ー
タ
照
合
の
拡
大
は
、
多
く
の
先
進

諸
国
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
先
進
諸
国
で
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
と
行
政
の
効
率
性
と
を
両
立
さ

せ
る
た
め
に
、
デ
ー
タ
照
合
規
制
法
令
を

制
定
し
、
対
応
し
て
き
て
い
る
。

「
最
終
報
告
」
で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド

を
使
っ
て
つ
く
ら
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
、

他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
相
互
間
で
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
て
「
デ
ー
タ
照
合
」
を

行
う
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
、
と
説

く
。
若
干
、
現
実
を
知
ら
な
い
「
素
人
」

に
よ
る
�
机
上
の
空
論
�
に
近
い
提
案
と

も
思
え
る
が
、
ま
こ
と
に
結
構
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
と
お
り
行
政
機
関
相
互
の

「
デ
ー
タ
照
合
」
が
�
禁
止
�
さ
れ
れ
ば
、

個
人
情
報
保
護
措
置
も
可
能
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
ん
な
融
通
の
利
か
な
い
「
不
便

な
番
号
制
度
」
を
、
大
蔵
省
な
ど
他
の
省

庁
が
、
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
も
思
え
な
い
。

役
人
が
考
え
て
い
る
の
は
、
地
方
自
治

体
の
条
例
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
を

削
除
さ
せ
る
の
と
同
様
の
作
業
を
も
う
一

度
や
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
導
入
の
あ

か
つ
き
に
は
、
デ
ー
タ
照
合
の
壁
も
取
り

は
ず
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
と
い
っ
た
考
え
、

と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
デ
ー
タ
照
合
」
の
規

制
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
長
い
時
間
を

か
け
た
省
庁
間
で
の
綿
密
な
調
整
が
必
要

と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
「
最
終
報

告
」
を
拙
速
に
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
と

り
あ
え
ず
�
禁
止
�
を
打
ち
出
し
て
お
こ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い　
わ　
ば　
、　
し　
ば　
ら　
く　
の　
間　
�　
臭　
い　
も　
の　
に　

は　
フ　
タ　
�　
を　
し　
て　
お　
こ　
う　
と　
い　
う　
こ　
と　
だ　
。　

自
治
省
が
「
最
終
報
告
」
の
こ
の
�
提

案
�
を
本
心
か
ら
尊
重
し
、
豹
変
し
な
い

こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

■

民
間
部
門
で
の
自
発
的
利
用
の

規
制
の
内
実

住
基
番
号
コ
ー
ド
は
、
そ
の
利
用
を
法

律
で
規
制
し
な
い
と
、
民
間
機
関
で
自
由

に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

民
間
機
関
で
の
番
号
コ
ー
ド
の
自
由
な

利
用
を
放
任
す
れ
ば
、
金
融
機
関
、
信
用

調
査
機
関
、
保
険
会
社
、
学
校
・
病
院
な

ど
あ
ら
ゆ
る
民
間
機
関
が
、
こ
の
住
基
番

号
コ
ー
ド
を
使
っ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
番
号
コ
ー
ド
の
無
制
約
な
利

用
が
で
き
る
と
す
る
と
、
各
人
の
番
号
コ

ー
ド
を
�
マ
ス
タ
ー
キ
ー
�
と
し
て
使
い
、

各
種
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
相
互
に
ア
ク
セ

ス
し
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
を
、
効
率
的

に
、
大
量
に
、
短
時
間
に
収
集
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
こ
う
し
て
収
集
し
た
個

人
情
報
を
、
�
商
品
化
�
あ
る
い
は
�
濫

用
�
す
る
企
業
が
、
当
然
に
出
て
く
る
。

番
号
コ
ー
ド
の
な
い
今
で
す
ら
、
歯
止

め
の
な
い
状
況
に
あ
る
。

先
の
「
中
間
報
告
」
で
は
、
民
間
機
関

に
よ
る
住
基
番
号
コ
ー
ド
の
自
由
（
自
発

的
）
利
用
を
、
規
制
す
る
つ
も
り
な
の
か

ど
う
か
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
強
い
批
判
を
受
け
た
。

こ
う
し
た
批
判
に
応
え
る
た
め
、「
最
終

報
告
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
基
本

的
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

住
基
番
号
コ
ー
ド
を
使
っ
て
民
間
機
関

が
自
由
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
一
方
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
非
常
に
強
く
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

ど
ち
ら
の
政
策
を
選
択
す
べ
き
な
の
か
、

必
ず
し
も
社
会
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
面

．
．

、

抑
制
的
な
対
応

．
．
．
．
．
．

が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
が
、「
最
終
報
告
」
の
基
調
骨
子
で
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あ
る
。

●
民
間
で
の
自
由
な
利
用
の

規
制
は
本
当
に
で
き
る
の
か

「
最
終
報
告
」
で
は
、
�
抑
制
的
�
で
あ

る
た
め
に
、
原
則
と
し
て

．
．
．
．
．

民
間
機
関
に
は

住
基
番
号
コ
ー
ド
情
報
の
提
供
を
行
わ
な

い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
に
対
し
、
法
令
上
の
権
限

．
．
．
．
．
．

が
あ
る
者

．
．
．
．

は
別
と
し
て
、
民
間
機
関
は
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
く
る
な
ど
を
ね
ら
い
に
、

取
引
の
条
件
等
と
し
て
、
強
制
的
に
番
号

コ
ー
ド
の
提
示
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
、

と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
Ｊ
Ｒ
各
社

は
定
期
券
購
入
者
に
対
し
、
「
住
基
番
号
コ

ー
ド
を
提
示
し
な
い
限
り
定
期
券
を
売
ら

な
い
」、
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当　
該　

コ　
ー　
ド　
の　
織　
り　
込　
ま　
れ　
た　
カ　
ー　
ド　
（　
住　
民　
カ　

ー　
ド　
）　
の　
提　
示　
強　
制　
も　
同　
じ　
こ　
と　
で　
あ　
る　
。　

し　
か　
し　
、　
定　
期　
券　
購　
入　
者　
に　
対　
し　
、　
本　
人　

確　
認　
目　
的　
で　
�　
任　
意　
に　
�　
、　
住　
基　
番　
号　
コ　
ー　

ド　
（　
な　
い　
し　
は　
カ　
ー　
ド　
）　
の　
提　
示　
を　
求　
め　
る　

こ　
と　
は　
構　
わ　
な　
い　

．　
．　
．　
．　

、　
こ　
と　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　

運
転
免
許
証
の
更
新
時
に
、「
交
通
安
全

協
会
の
会
費
の
方
、
ご
協
力
い
た
だ
け
ま

す
か
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
い
え
、
私
は
協
力

で
き
ま
せ
ん
」
と
い
え
る
市
民
は
少
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
よ
う
に
、「
お
取
り
引
き
の
前
に
ご

面
倒
で
も
住
基
番
号
コ
ー
ド
（
カ
ー
ド
）

で
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

よ
ろ
し
い
で
す
ね
。」
と
請
わ
れ
た
ら
、
た

い
て
い
は
拒
否
す
る
の
が
難
し
い
。

ま
た
、
こ
う
し
て
開
示
さ
れ
た
番
号
コ

ー
ド
の
使
い
途
を
追
跡
す
る
の
は
、
さ
ら

に
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
の
織

り
込
ま
れ
た
カ
ー
ド
〔
住
民
カ
ー
ド
〕
の

発
行
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
民
間
機
関
に
、

い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
人
確
認

の
目
的
で
住
基
番
号
コ
ー
ド
を
使
う
こ
と

を
許
す
こ
と
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
。

カ
ー
ド
の
発
行
を
許
す
こ
と
は
、
確
実

に
、
将
来
に
禍
根
を
残
す
。

●
専
門
の
監
視
機
関
な
し
で
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
規
制
は
困
難

「
最
終
報
告
」
で
は
、
民
間
機
関
は
、
法

令
上
の
権
限
が
あ
る
者
は
別
と
し
て
、
住

基
番
号
コ
ー
ド
を
使
っ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
最
終
報
告
」

で
は
、
住
基
番
号
コ
ー
ド
の
納
税
者
番
号

と
し
て
の
利
用
も
想
定
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
た
と
え
ば
雇
用
主
は
、
給
与
支
払

の
際
に
、
被
用
者
に
対
し
「
源
泉
課
税
」

を
理
由
に
�
住
基
番
号
コ
ー
ド
の
提
示
�

を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

雇
用
主
は
、
法
令
で
許
さ
れ
る
場
合
は

別
と
し
て
、
提
示
さ
れ
た
番
号
コ
ー
ド
を

使
っ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
く
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

逆
に
、「
法
令
が
許
す
」
と
、
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
を
つ
く
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。

し　
か　
し　
、　
た　
と　
え　
ば　
雇　
用　
主　
が　
法　
令　
に　
違　

反　
し　
て　
デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
を　
つ　
く　
っ　
て　
い　
る　
場　

合　
、　
あ　
る　
い　
は　
提　
示　
さ　
れ　
た　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
を　

違　
法　
に　
目　
的　
外　
利　
用　
な　
い　
し　
は　
外　
部　
提　
供　
し　

て　
い　
る　
場　
合　
、　
被　
用　
者　
は　
ど　
う　
い　
っ　
た　
対　
応　

が　
可　
能　
な　
の　
か　
が　
問　
題　
と　
な　
る　
。　

現
行
の
個
人
情
報
保
護
法
は
、
民
間
機

関
に
は
適
用
が
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
先
進
諸
国
が
、

か
け
込
み
救
済
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
と
、

議
会
直
属
の
機
関
な
い
し
は
独
立
行
政
機

関
と
し
て
設
け
て
い
る
よ
う
な
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
専
門
の
苦
情
処
理
機
関
（
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン
）
も
、
わ
が
国
に
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
民
間
機

関
に
よ
っ
て
情
報
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

侵
害
さ
れ
た
者
が
、
省
庁
間
の
壁
を
越
え

た
形
で
迅
速
な
救
済
を
受
け
る
た
め
の
制

度
は
、
ほ
と
ん
ど
未
整
備
の
状
況
に
あ
る
。

「
最
終
報
告
」
が
民
間
機
関
で
の
住
基
番

号
コ
ー
ド
制
度
の
利
用
規
制
を
打
ち
出
し

た
ま
で
は
よ
い
。
し
か
し
、
民
間
部
門
で

つ
く
ら
れ
て
い
る
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

数
は
、
膨
大
で
あ
る
。

不
法
行
為
の
監
視
、
効
率
的
な
規
制
、

迅
速
な
被
害
者
救
済
の
で
き
る
、
独
立
し

た
強
力
な
権
限
を
持
っ
た
機
関
の
設
置
を

始
め
と
し
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た

め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
基
盤
）

が
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
国
民
の

人
格
権
は
護
ら
れ
な
い
。

「
最
終
報
告
」
が
想
定
す
る
住
基
番
号
コ

ー
ド
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
省
庁
間
の

壁
を
越
え
、
さ
ら
に
は
民
間
機
関
で
も
広

く
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
最
終
報
告
」

で
は
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
は
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

て
い
な
い
。
�
法
的
規
制
�
と
い
っ
た
よ

う
な
お
題
目
を
唱
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。

ま
さ
に
、「
最
終
報
告
」
の
致
命
的
な
欠

陥
と
い
え
る
。

私
た
ち
P
I
J
は
、
自
治
省
の
�
国
民

総　
背　
番　
号　
制　
度　
�　
�　
国　
民　
皆　
登　
録　
証　
制　
度　
�　

導
入
案
（
最
終
報
告
）
に
、
絶
対
反
対
で

あ
る
。

8
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以
下
の
記
事
は
、
去
る
三
月
二
八
日
に

発
表
さ
れ
た
「
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等
に
関
す
る
研
究
会
」

最
終
報
告
に
つ
い
て
、
自
治
省
行
政
局
振

興
課
が
作
成
し
た
「
報
告
書
の
ポ
イ
ン
ト
」

を
、
再
録
、
掲
載
し
た
。

１
　
目
　
的

今
後
の
高
度
情
報
化
社
会
や
高
齢
社
会
、

地
方
分
権
の
流
れ
に
対
応
し
て
い
く
と
と

も
に
、
全
国
的
な
住
民
の
移
動
や
交
流
が

一
般
化
し
、
地
域
間
の
交
流
や
連
携
も
活

発
に
展
開
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
下
で

の
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
の
簡
素

効
率
化
を
図
る
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
た
全
て
の
住
民
を
対
象
と
し
た
、

全
国
的
な
本
人
確
認
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

２
　
制
度
の
概
要

�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
構
成

�

全
国
の
市
町
村
を
通
信
回
線
で
結
び

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
。
氏
名
、
住
所
、
性
別
及
び
生
年
月

日
の
四
情
報
と
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド

（
後
述
）
を
転
送
す
る
た
め
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

サ
ー
バ
ー
）
を
各
市
町
村
に
新
た
に
設

置
し
、
こ
れ
と
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
と

全
国
単
位
セ
ン
タ
ー
と
を
専
用
回
線
で

結
ぶ
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
当
っ
て
は
、
住

民
基
本
台
帳
電
算
シ
ス
テ
ム
自
体
に
は

外
部
か
ら
い
か
な
る
ア
ク
セ
ス
も
で
き

な
い
よ
う
に
し
、
住
民
基
本
台
帳
情
報

の
安
全
性
を
確
保
す
る
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
を
「
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
」（
以
下
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
」
と
い
う
。）

�

国
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
地
方
公

共
団
体
共
同
の
分
散
・
分
権
的
シ
ス
テ

ム
と
し
て
構
築
す
る
。

�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に

当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点

か
ら
、
万
全
の
技
術
的
な
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
ー
対
策
を
講
じ
る
。

�

住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
の
設
定

�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
な

構
成
要
素
と
し
て
、
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
本
人
確
認
を
　

行
う
た
め
に
、
住
民
個
人
を
単
位
と
す

る
全
国
共
通
の
重
複
し
な
い
住
民
基
本

台
帳
コ
ー
ド
（
以
下
「
コ
ー
ド
」
と
い

う
。）
を
設
定
す
る
。

�

コ
ー
ド
は
、
市
町
村
が
、
あ
ら
か
じ
め

セ
ン
タ
ー
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
乱
数
群

の
中
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
設
定
す
る
。

�

コ
ー
ド
は
10
け
た
の
数
字
か
ら
な
る
も

の
と
す
る

�

コ
ー
ド
自
体
か
ら
は
、
コ
ー
ド
設
定
市

町
村
や
、
氏
名
、
住
所
等
の
個
人
情
報

が
判
別
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。

�

市
町
村
は
コ
ー
ド
を
設
定
後
、
速
や
か

に
本
人
に
コ
ー
ド
を
通
知
す
る

�

コ
ー
ド
は
、
市
町
村
を
越
え
た
住
所
異

動
を
行
っ
て
も
原
則
と
し
て
変
わ
ら
な

い
が
、
本
人
が
不
利
益
を
受
け
る
事
態

が
生
じ
る
等
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
に
は
変
更
し
う
る
も
の
と
す
る
。

�

セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
そ
の
性
格

�

都
道
府
県
単
位
及
び
全
国
単
位
の
セ

ン
タ
ー
を
設
置
す
る

�

セ
ン
タ
ー
は
、
以
下
の
機
能
を
果
た
す
　

も
の
と
す
る
。

ア．

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
内
の
連
　

絡
調
整
機
能

イ．

他
の
行
政
機
関
へ
の
四
情
報
提
供

の
窓
口
機
能
（
３
参
照
）

ウ．　

コ　
ー　
ド　
の　
技　
術　
的　
な　
チ　
ェ　
ッ　
ク　
機　
能　

エ．

市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
電
算
シ

ス
テ
ム
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能

�

都
道
府
県
単
位
セ
ン
タ
ー
の
機
能
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県
の
事
務
と
し
て
位

置
付
け
る
。
全
国
単
位
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県
の
共
同
の
組
織
と

し
て
設
置
す
る
。

�

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
氏
名
、
住
所
、

性
別
及
び
生
年
月
日
の
四
情
報
（
現
在

も
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
等
に
よ
り
公

開
情
報
と
さ
れ
て
い
る
。
）
を
コ
ー
ド
と

と
も
に
保
有
す
る
。

�

セ
ン
タ
ー
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
に
係
る
住
民
か
ら
の
相
談
・
苦
情
等

の
適
切
な
処
理
を
行
う
た
め
の
審
議
組

織
等
を
設
け
る
。

�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

住
民
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
よ
り
積
極
的
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

本
人
の
申
請
に
よ
り
、
市
町
村
が
全
国
共

通
様
式
の
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
。
以
下
「
カ
ー
ド
」
と
い
う
。）
を
住
民

に
発
行
す
る
。

３
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

の
利
用
分
野

�
住
民
基
本
台
帳
事
務
の

効
率
化
・
広
域
化

（
例
）

住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等

に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
（
最
終
報
告
書
）

一
九
九
六
年
三
月
二
八
日

自

治

省

行

政

局

振

興

課

要　旨
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・
転
入
・
転
出
事
務
（
年
間
四
六
〇
万
件
）

の
簡
略
化
・
効
率
化

・
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
住

民
票
の
写
し
等
の
交
付

・
行
政
手
続
き
に
お
け
る
住
民
票
の
写
し

（
年
間
八
四
〇
〇
万
件
）
の
添
付
の
省
略

・
転
出
後
短
期
間
の
う
ち
に
再
び
転
入
し

て
き
た
者
（
再
転
入
者
）
の
正
確
な
把
握

・
災
害
時
等
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
電

算
シ
ス
テ
ム
の
補
完

�
他
の
行
政
機
関
に
お
け
る

本
人
確
認
事
務
へ
の
利
用

法
令
上
明
確
に
規
定
さ
れ
た
分
野
に
利

用
を
限
定
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
個
人

情
報
保
護
措
置
を
講
じ
た
上
で
活
用
す
る
。

（
例
）

・　
行　
政　
機　
関　
等　
に　
お　
け　
る　
本　
人　
確　
認　
事　
務　
の　

効　
率　
化　
（　
選　
挙　
の　
際　
の　
本　
人　
確　
認　
、　

災　
害　

時　
・　
緊　
急　
時　
等　
の　
本　
人　
確　
認　
、　
旅　
券　
交　
付　

の　
際　
の　
本　
人　
確　
認　
、　
広　
域　
的　
な　
公　
共　
サ　
ー　

ビ　
ス　
の　
利　
用　
の　
際　
の　
本　
人　
確　
認　
な　
ど　
）　

・
行
政
手
続
き
に
お
け
る
住
民
票
の
写
し

の
添
付
の
省
略
（
各
種
免
許
の
申
請
・
変

更
、
各
種
給
付
の
申
請
な
ど
）

・
公
的
年
金
等
の
受
給
者
に
係
る
現
況
確

認
事
務
の
省
略

・
政
府
税
制
調
査
会
を
は
じ
め
各
方
面
の

議
論
等
を
踏
ま
え
て
将
来
的
に
納
税
者
番

号
制
度
が
導
入
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
活

用
が
可
能

�

そ
の
他
カ
ー
ド
の
活
用
　
　
　
　
　
　
　

が
想
定
さ
れ
る
場
面

カ
ー
ド
の
活
用
に
よ
り
、
申
請
手
続
き

の
簡
素
化
、
窓
口
業
務
の
効
率
化
を
は
じ

め
、
本
人
の
選
択
に
よ
り
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
と

し
て
の
利
用
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
カ

ー
ド
内
の
IC
の
記
憶
領
域
に
つ
い
て
市
町

村
独
自
の
活
用
の
余
地
を
認
め
る
こ
と
で

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
利
用
が

可
能
と
な
る
。

４
　
個
人
情
報
の
保
護

基
本
的
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
勧
告
八
原

則
を
前
提
と
す
る
ほ
か
、
今
日
的
な
課
題

に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、
以
下
の
事
項
に

つ
い
て
法
令
上
及
び
技
術
上
万
全
の
保
護

措
置
を
講
じ
る
。

�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

に
係
る
保
護
措
置

�

セ
ン
タ
ー
が
保
有
し
う
る
デ
ー
タ
は
氏

名
、
住
所
、
性
別
及
び
生
年
月
日
の
四
情

報
並
び
に
コ
ー
ド
に
限
定
す
る
。

�

他
の
行
政
機
関
が
デ
ー
タ
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び
そ
の
利
用
目

的
等
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
限
定
す
る
。

�

セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対

し
て
、
守
秘
義
務
を
課
す
と
と
も
に
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
限
定
す
る
。

�

個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必

要
な
技
術
的
保
護
措
置
（
例

専
用
回
線

の
利
用
、
通
信
デ
ー
タ
の
暗
号
化
、
パ
ス

ワ
ー
ド
等
に
よ
る
端
末
操
作
者
の
認
証
チ

ェ
ッ
ク
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
へ
の

ア
ク
セ
ス
監
視
）
を
講
じ
る

�

セ
ン
タ
ー
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い

て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
活
用

に
よ
り
、
最
新
性
・
正
確
性
を
確
保
す
る
。

�

セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
自
己
の
デ
ー
タ
に

つ
い
て
の
開
示
請
求
等
を
認
め
る
こ
と
と

す
る
。

�

コ
ー
ド
を
基
礎
に
構
築
さ
れ
た
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
を
結
合

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

�

民
間
部
門
の
利
用
規
制
に
係
る
措
置

�

民
間
機
関
に
は
原
則
と
し
て
デ
ー
タ
提

供
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

�

法
令
上
の
権
限
を
有
し
な
い
者
は
、
取

引
の
条
件
等
と
し
て
、
コ
ー
ド
の
提
示
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

�

法
令
上
の
権
限
を
有
し
な
い
者
は
、
コ

ー
ド
を
基
礎
と
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構

築
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

５
　
今
後
の
検
討
に
つ
い
て

住
民
基
本
台
帳
制
度
を
所
管
し
て
い
る

自
治
省
に
お
い
て
は
、
今
後
、
こ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
運
用
の
主

体
と
な
る
地
方
公
共
団
体
を
は
じ
め
各
方

面
に
お
け
る
論
議
を
経
て
、
そ
の
導
入
に

向
け
た
法
制
的
・
技
術
的
検
討
を
進
め
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
早
期
導
入
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

（

別

図

）

図
１
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
概
念
図

図
２
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

サ
ー
バ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

図
３
技
術
的
な
安
全
性

確
保
措
置
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

図
４
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
様
式
の
イ
メ
ー
ジ

図
５

災
害
時
等
に
お
い
て
市
町
村
の
住
民
基
　

本
台
帳
電
算
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
な

い
と
き
の
補
完
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

図
６
市
町
村
内
任
意
の
投
票
所
に
お
け
る

投
票
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

図
７

緊　
急　
時　
等　
の　
安　
否　
確　
認　
の　
イ　
メ　
ー　
ジ　
〈　
略　
〉　

図
８
他
の
行
政
機
関
等
に
お
け
る

本
人
確
認
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

図
９
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
広
域
的
な

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

図
10
年
金
業
務
に
お
け
る
現
況
確
認
手
続

の
簡
素
化
の
イ
メ
ー
ジ
〈
略
〉

（
資
料
編
）

〈
略
〉

《
編
集
部
よ
り
》

自
治
省
研
究
会
の
「
最
終
報
告
」
本
文

や
図
版
、
資
料
な
ど
の
詳
細
な
情
報
を
ご

希
望
の
方
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｊ
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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高
速
デ
ィ
ジ
タ
ル
専
用
回
線

図１　ネットワークシステムの概念図

市町村

住民基本台帳

電算システム

都道府県単位

センター

＊専用回線を使ったクロー

ズなシステムである。

市町村

コミュニケーション

サーバー

図４　住民基本台帳カードの様式のイメージ

・氏名、発行者を表面記載する基本バージョン

・写真、４情報、発行者を

表面記載するバージョン

・写真、４情報、コード、発行者を

表面記載するバージョン

その他考えられる選択肢

自治　太郎

自治　太郎
男

昭和39年1月1日生いろは市

いろは市

東京都いろは市ほへと町1-2-3 自治　太郎

男
昭和39年1月1日生

いろは市

1234567890

東京都いろは市ほへと町1-2-3

専
用
回
線

専
用
回
線

専
用
回
線
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去
る
三
月
二
九
日
、
新
聞
各
紙
は

一
斉
に
、
自
治
省
研
究
会
の
住

民
基
本
台
帳
番
号
構
想
の
「
最

終
報
告
」
を
、
報
道
し
た
。

各
紙
の
社
説
・
解
説
記
事
の
な
か
か
ら
、

「
最
終
報
告
」
に
対
す
る
各
紙
の
見
解
・
意

見
を
抜
粋
し
、
以
下
に
そ
の
要
旨
を
報
告

す
る
。

◇

東
京
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

�
国
民
総
背
番
号
�
の
導
入
を
最
終
提
言

自
治
省
の
研
究
会
は
、
住
民
基
本
台
帳

の
一
人
一
人
に
番
号
を
付
け
る
「
国
民
総

背
番
号
制
度
」
導
入
を
検
討
す
べ
き
だ
、

と
す
る
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
制
度
が
導

入
さ
れ
れ
ば
次
の
段
階
と
し
て
「
納
税
者

番
号
制
度
」
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
り
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
問
題
と
も
絡
ん
で
論

議
を
呼
び
そ
う
だ
。

（
解
説
記
事
）

◇

東
京
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

自
治
労
が
見
解
発
表

住
民
基
本
台
帳
制
度
の
変
質
、
住
民
情

報
の
中
央
管
理
、
個
人
情
報
保
護
の
侵
害

の
恐
れ
が
あ
る
。
保
有
デ
ー
タ
の
限
定
な

ど
の
保
護
措
置
は
、
個
人
情
報
保
護
法
に

比
べ
て
多
く
の
点
で
改
革
を
指
向
す
る
内

容
で
あ
り
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
実
効
性

に
つ
い
て
な
お
検
討
を
要
す
る
。

◇

東
京
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

「
事
務
効
率
化
」
と
い
う
が

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
不
安

最
大
の
問
題
点
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保

護
。
現
行
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
は
自

治
体
管
理
の
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
に
及
ば
な
い
。
自
治
体
の
保

護
体
制
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
ど
う
か

が
焦
点
に
な
る
。

国　
民　
総　
背　
番　
号　
は　
、　
納　
税　
者　
番　
号　
制　
度　
に　

利　
用　
さ　
れ　
る　
可　
能　
性　
が　
あ　
る　
こ　
と　
も　
問　
題　
。　

納
税
者
番
号
制
度
の
方
式
は
、
厚
生
省

が
来
年
一
月
か
ら
実
施
方
針
の
「
基
礎
年

金
番
号
方
式
」
採
用
が
有
力
。
こ
の
た
め
、

自
治
省
は
住
民
基
本
台
帳
番
号
制
度
導
入

を
急
ぎ
、
納
税
者
番
号
制
度
実
施
の
際
、

こ
の
方
式
を
採
用
さ
せ
よ
う
と
巻
き
返
し

を
図
る
。
省
庁
間
の
主
導
権
争
い
の
側
面

が
強
い
。
国
民
総
背
番
号
制
や
納
税
者
番

号
制
導
入
は
、
国
民
の
多
数
支
持
を
得
て

い
る
と
は
い
え
な
い
段
階
。
国
会
を
は
じ

め
、
国
民
の
幅
広
い
論
議
が
必
要
。

（
政
治
部
解
説
記
事
）

◇

毎
日
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

説
得
力
欠
く
「
危
機
管
理
」

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
課
題

情
報
の
電
算
化
は
時
代
の
流
れ
と
い
っ

て
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
国
民
一

人
ひ
と
り
が
国
に
よ
っ
て
付
番
管
理
さ
れ

る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
へ
の
恐
れ
な
ど
報
告
書
は
説
得
力
に
欠

け
る
。

番
号
制
度
は
地
方
分
権
の
考
え
に
も
沿

う
も
の
と
い
う
が
、
無
理
が
あ
る
。
こ
の

報
告
書
を
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ま
だ
ク
リ

ア
さ
れ
て
い
な
い
」
と
読
む
地
方
自
治
体

が
現
れ
、
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
な
い
と
い

っ
た
ら
ど
う
説
得
す
る
の
か
。
そ
れ
で
も

押
し
付
け
た
ら
地
方
分
権
ど
こ
ろ
か
中
央

集
権
に
な
っ
て
し
ま
う
。

カ
ー
ド
発
行
も
本
人
の
同
意
に
基
づ
く

と
い
う
が
、
行
政
側
が
や
が
て
本
人
確
認

の
た
め
カ
ー
ド
提
示
を
求
め
、
暗
黙
の
強

制
が
起
こ
ら
な
い
と
保
証
で
き
る
か
。
カ

ー
ド
に
個
人
の
健
康
状
態
な
ど
市
町
村
独

自
の
情
報
を
盛
り
込
む
こ
と
に
な
る
と
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
も
危
険

な
こ
と
に
な
る
。

金
融
機
関
の
顧
客
信
用
情
報
な
ど
既
存

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
合
わ
せ
て
膨
大
な
個

人
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
る
「
デ
ー

タ
マ
ッ
チ
ン
グ
」
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、

法
令
に
書
き
込
む
だ
け
で
歯
止
め
措
置
と

な
る
の
か
ど
う
か
。

番
号
制
度
に
、
自
治
省
試
算
で
は
シ
ス

テ
ム
を
買
い
取
れ
ば
約
千
三
百
億
円
、
リ

ー
ス
な
ら
年
間
約
四
百
億
円
も
か
け
て
ま

で
導
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
国
民
の
側
か
ら

は
見
え
て
こ
な
い
。

さ
ら
に
他
の
省
庁
か
ら
「
セ
ン
タ
ー
設

置
は
自
治
省
の
天
下
り
先
確
保
が
狙
い
」

と
い
わ
れ
る
状
況
で
は
と
て
も
機
が
熟
し

た
と
は
い
え
ま
い
。

（
解
説
記
事
）

◇

毎
日
新
聞
（
96
・
３
・
31
朝
刊
）

国
民
が
辛
抱
強
く
チ
ェ
ッ
ク
の
必
要

官
僚
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
最
善
の
努

力
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
そ
の
こ
と
が
国
全
体
の
中
で
ど
う
い
う

意
味
を
持
つ
の
か
、
日
本
の
将
来
に
ど
ん

な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
ま
で
は
考
え
な

い
。
国
民
に
番
号
を
ふ
る
と
い
う
こ
と
は
、

国
の
在
り
方
、
個
人
の
尊
厳
に
か
か
わ
る

重
大
な
政
治
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に

行
政
の
事
務
処
理
の
次
元
に
わ
い
小
化
し

新
聞
は
、
自
治
省
研
究
会
の

「
最
終
報
告
」
を
ど
う
報
道
し
た
か
？

―
主
要
全
国
紙
の
住
民
基
本
台
帳
番
号
制
度
を
め
ぐ
る
社
説
・
解
説
―
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て
、
い
か
に
本
質
的
問
題
か
ら
国
民
の
関

心
を
そ
ら
す
か
に
、
官
僚
は
そ
の
優
秀
な

（
？
）
頭
脳
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

あ
る
自
治
相
経
験
者
が
「
国
民
に
番
号

を
ふ
る
と
い
う
の
は
印
象
が
悪
い
」
と
注

文
を
つ
け
た
。
そ
こ
で
官
僚
の
考
え
た
の

が
番
号
を
「
コ
ー
ド
」
に
読
み
替
え
た
こ

と
。
番
号
も
コ
ー
ド
も
同
意
だ
が
、
横
文

字
に
す
れ
ば
印
象
も
変
わ
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。

自
治
省
が
住
民
番
号
制
導
入
を
図
ろ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
天
下
り
ポ
ス
ト
を
作

る
た
め
で
は
と
の
見
方
す
ら
他
省
庁
に
あ

る
。
こ
う
な
る
と
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム

は
絶
望
的
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
か
ら
逃

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
私
た
ち
国

民
が
投
げ
や
り
に
な
ら
ず
に
辛
抱
強
く
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（　﹇　
日　
曜　
論　
争　
・　
論　
戦　
に　
思　
う　
﹈　）　

◇

日
経
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

共
通
番
号
シ
ス
テ
ム
で
本
格
論
議
を

番
号
シ
ス
テ
ム
導
入
で
行
政
の
効
率
化

や
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
ど
こ
ま
で
図

れ
る
の
か
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
は
大
丈

夫
か
な
ど
に
つ
い
て
、
納
税
者
番
号
制
度

を
も
視
野
に
入
れ
て
本
格
的
に
議
論
す
る

時
が
来
た
。

番
号
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
違
和
感

や
不
安
を
解
消
で
き
る
か
が
最
大
の
ポ
イ

ン
ト
。
国
民
の
政
治
や
行
政
へ
の
信
頼
感

を
ど
う
確
保
し
て
い
く
か
が
重
要
。

報
告
書
を
た
た
き
台
に
共
通
番
号
シ
ス

テ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
り
上
が
る
の
を

期
待
し
た
い
。

（「
社
説
」）

◇

読
売
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

利
用
拡
大
は
慎
重
論
議
必
要

今
回
の
報
告
書
は
（
厚
生
省
の
「
基
礎

年
金
番
号
制
度
」
に
対
し
て
）
住
民
基
本

台
帳
番
号
制
度
の
優
れ
た
点
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
も
の
。

個
人
番
号
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
神
経
質
過

ぎ
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

い
っ
た
ん
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
導
入

さ
れ
れ
ば
、
広
範
囲
な
利
用
に
道
を
開
く

こ
と
に
な
る
の
は
確
実
。
今
後
、
多
方
面

の
行
政
事
務
に
活
用
さ
れ
る
可
能
性
が
大

き
い
個
人
番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
自

治
省
だ
け
で
な
く
、
内
閣
、
国
会
に
「
土

俵
」
を
広
げ
た
議
論
と
国
民
の
理
解
が
不

可
欠
。

（
解
説
記
事
）

◇

読
売
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

番
号
制
度
は
開
か
れ
た
論
議
で

国
会
と
い
う
法
案
審
議
の
場
を
は
じ
め

と
す
る
十
分
な
論
議
も
な
く
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
の
可
能
性
へ
の
歯
止
め
措
置
に

関
す
る
議
論
も
不
十
分
な
ま
ま
、「
番
号
制

度
」
が
独
り
歩
き
し
て
い
い
の
か
。

便
利
で
安
心
で
き
る
日
本
独
自
の
全
国

的
（
番
号
）
シ
ス
テ
ム
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
本
格
的
に
議
論
す
べ
き
時
。
多
角
的

に
開
か
れ
た
議
論
を
す
る
必
要
。
む
し
ろ
、

最
も
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

「
背
番
号
は
イ
ヤ
だ
」
と
い
っ
た
感
情
的
反

応
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
、
議
論
も
し
な

い
う
ち
に
番
号
化
の
既
成
事
実
だ
け
が
ど

ん
ど
ん
進
行
す
る
こ
と
。

（
社
説
）

◇

朝
日
新
聞
（
96
・
３
・
29
朝
刊
）

主
導
権
巡
り
思
惑
も

情
報
保
護
な
お
不
安

最
終
報
告
は
、
「
国
民
総
背
番
号
制
」

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
対
策
が
不
十
分
」
と
い
っ

た
「
中
間
報
告
」
へ
の
批
判
に
対
し
て
、

十
分
な
「
回
答
」
を
示
し
た
と
は
言
え
な

い
。
「
と
に
か
く
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

納
税
者
番
号
導
入
の
主
導
権
を
握
り
た
い
」

と
い
う
自
治
省
の
思
惑
が
先
行
し
て
い
る
。

現
段
階
で
の
導
入
に
危
う
さ
が
つ
き
ま

と
う
の
は
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
条

件
整
備
が
進
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
。

自
治
省
は
、
個
人
情
報
の
保
護
措
置
を
、

住
民
基
本
台
帳
法
な
ど
個
別
の
法
律
の
改

正
で
対
応
す
る
考
え
だ
。
た
だ
、
一
九
八

八
年
に
制
定
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護
法
は
、

国
が
保
有
す
る
情
報
だ
け
を
保
護
対
象
に

し
て
お
り
、
地
方
自
治
体
や
民
間
は
対
象

に
し
て
い
な
い
。

自
治
省
が
導
入
を
急
ご
う
と
し
て
い
る

背
景
に
は
、
厚
生
省
が
来
年
一
月
ス
タ
ー

ト
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
基
礎
年
金
番
号

制
度
が
あ
る
。
最
終
報
告
は
住
民
基
本
台

帳
の
優
位
性
を
ア
ピ
ー
ル
。

中
間
報
告
に
あ
っ
た
「
番
号
」「
番
号
制

度
」
と
い
う
言
葉
が
消
え
、
「
コ
ー
ド
」

「
シ
ス
テ
ム
」
と
の
表
現
に
変
わ
っ
た
。
し

か
し
、
国
民
全
員
を
区
別
す
る
数
字
を
つ

け
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
国
民
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
直
結
す
る
問
題
だ
け
に
、

縄
張
り
争
い
も
か
ら
ん
だ
役
所
の
私
的
機

関
の
審
議
だ
け
が
先
行
し
、
導
入
論
議
が

拙
速
と
な
る
よ
う
な
展
開
は
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（「
政
治
部
解
説
」）

◇

朝
日
新
聞
（
96
・
３
・
31
朝
刊
）

総
背
番
号
制
は
賛
成
で
き
な
い

住
民
基
本
台
帳
を
も
と
に
、
全
国
民
に

も
れ
な
く
番
号
を
つ
け
る
と
い
う
構
想
は
、

つ
ま
り
国
民
総
背
番
号
制
だ
。
研
究
会
報

告
は
番
号
は
イ
メ
ー
ジ
が
悪
い
と
し
て
、

「
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
」
と
称
し
て
い
る
。

し
か
し
、
表
現
を
変
え
て
も
実
態
が
変

わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
民
の
間
で
議
論

が
盛
り
上
が
っ
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
自

治
省
が
「
住
基
番
号
制
度
」
の
導
入
を
急

ご
う
と
し
て
い
る
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

自
治
省
は
、
報
道
機
関
の
多
く
か
ら
反

対
さ
れ
た
た
め
、
研
究
会
メ
ン
バ
ー
に
一

部
の
報
道
機
関
の
代
表
を
加
え
、
こ
の
一

年
間
、
批
判
さ
れ
た
点
を
補
強
す
る
検
討



CNNニューズ 号外
© 1996  PIJ 1996.04.15

(16)

プライバシー・インターナショナル・ジャパン（PIJ ）

東京都豊島区西池袋３－２５－１５ I Bビル１０Ｆ 〒171

Tel/Fax   03-3985-4590 編集・発行人　� 橋 正 美

Published by

Privacy Internat ional  Japan( P I J)
IB Bldg. 10F,3-25-15 Nishi-ikebukuro

Toshima-ku, Tokyo, 171,Japan

President   Koji  ISHIMURA

Tel/Fax +81-3-3985-4590

編

集

及

び

発

行

人

を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
い
ま
こ
の
制
度
が
必
要
な
の
か
、
は
依

然
と
し
て
わ
か
ら
な
い
。

自
治
省
の
、
住
基
番
号
制
度
を
国
の
各

行
政
分
野
で
進
む
番
号
化
の
中
心
に
据
え
、

省
庁
間
の
権
限
争
い
で
優
位
に
立
と
う
と

い
う
思
惑
の
存
在
が
、
他
省
庁
か
ら
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

全
国
セ
ン
タ
ー
は
都
道
府
県
に
よ
る
共

同
設
置
と
し
、
自
治
省
は
後
ろ
に
退
い
た

形
に
。
し
か
し
、
同
省
は
実
質
的
な
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
権
限
を
手
放
す
ま
い
。

ま　
た　
、　
シ　
ス　
テ　
ム　
を　
管　
理　
す　
る　
都　
道　
府　
県　

の　
セ　
ン　
タ　
ー　
と　
全　
国　
セ　
ン　
タ　
ー　
は　
、　
役　
人　
に　

と　
っ　
て　
、　
新　
た　
な　
天　
下　
り　
先　
に　
。　
そ　
の　
意　
味　

で　
も　
省　
益　
拡　
大　
が　
ち　
ら　
つ　
く　
構　
想　
で　
あ　
る　
。　

私　
た　
ち　
は　
い　
ま　
、　
一　
人　
で　
い　
く　
つ　
も　
の　
番　

号　
を　
持　
っ　
て　
暮　
ら　
し　
て　
い　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
全　

国　
民　
に　
も　
れ　
な　
く　
共　
通　
の　
番　
号　
を　
つ　
け　
る　
国　

民　
総　
背　
番　
号　
制　
度　
は　
、　
次　
元　
の　
異　
な　
る　
問　
題　

で　
あ　
る　
。　
所　
得　
や　
納　
税　
、　
年　
金　
の　
記　
録　
を　
乗　

せ　
れ　
ば　
、　
即　
徹　
底　
し　
た　
制　
度　
に　
な　
る　
。　

私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
個
人
情
報
を
一

元
的
に
管
理
さ
れ
る
危
険
を
冒
す
よ
り
も
、

複
数
の
番
号
を
持
っ
て
暮
ら
す
方
を
選
び

た
い
と
考
え
る
。
国
民
総
背
番
号
制
度
の

導
入
に
は
反
対
で
あ
る
。

（
社
説
）

◇

毎
日
新
聞
（
96
・
３
・
31
朝
刊
）

国
民
総
背
番
号
だ

自
治
省
の
狙
い
は
一
言
で
い
え
ば
国
民

総
背
番
号
制
の
導
入
。
国
家
が
国
民
の
生

ま
れ
た
瞬
時
に
番
号
を
付
す
行
為
が
、
憲

法
の
保
障
す
る
個
人
の
尊
厳
を
侵
す
の
で

は
と
い
う
基
本
的
問
題
が
あ
る
。

こ
の
報
告
書
に
は
手
続
き
面
と
内
容
面

で
重
大
な
疑
点
が
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は

密
室
で
議
論
さ
れ
た
。
私
た
ち
は
再
三
、

情
報
公
開
を
求
め
た
が
、「
取
り
扱
い
注
意
」

で
出
せ
な
い
と
断
ら
れ
た
。
自
治
省
行
政

局
長
の
私
的
研
究
会
と
は
い
え
、
国
民
に

理
解
を
求
め
る
と
い
う
な
ら
研
究
会
の
在

り
方
も
含
め
議
論
の
過
程
を
国
民
に
投
げ

か
け
て
い
く
べ
き
だ
っ
た
。

今
回
の
国
民
総
番
号
制
は
単
な
る
行
政

の
事
務
処
理
で
な
く
、
国
の
在
り
方
を
左

右
す
る
重
大
な
決
定
行
為
で
あ
る
。
い
っ

た
ん
番
号
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
確
実

に
番
号
管
理
社
会
に
自
己
増
殖
し
て
い
く
。

見
通
し
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
あ
い
ま
い

な
ま
ま
に
な
し
崩
し
的
に
実
行
に
移
し
て

い
こ
う
と
い
う
の
は
、
汚
い
や
り
方
だ
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
具
体
的
提
案
が

先
送
り
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス

の
結
合
を
、
ど
う
禁
止
す
る
の
か
、
内
容

が
な
い
。
も
し
絶
対
に
そ
れ
を
さ
せ
な
い

と
い
う
の
な
ら
、
事
前
に
デ
ー
タ
ー
ベ
ー

ス
結
合
禁
止
法
な
り
を
、
き
ち
ん
と
つ
く

っ
て
い
く
べ
き
。

民
間
利
用
を
さ
せ
な
い
と
し
て
い
る
が
、

絶
対
に
ダ
メ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
個
人

情
報
が
役
所
や
企
業
か
ら
漏
れ
て
売
ら
れ

て
い
る
ら
し
い
の
だ
が
、
は
た
し
て
研
究

会
は
そ
の
実
態
を
調
べ
た
の
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
番
号
制
の
導
入
さ
れ
て
い
る
国
に

つ
い
て
、
番
号
の
民
間
利
用
や
そ
の
功
罪

を
研
究
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ー
ド
発
行
も
あ
い
ま
い
。
任
意
取
得

と
な
っ
て
い
る
が
、
身
分
証
明
書
と
し
て

利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
限
り
な
く
強

制
携
帯
に
近
づ
い
て
い
く
。

報
告
書
は
総
背
番
号
制
が
地
方
分
権
に

役
立
つ
と
強
調
。
し
か
し
、
本
当
に
各
市

町
村
か
ら
そ
う
い
う
発
案
が
あ
っ
た
の
か
。

地
方
自
治
体
か
ら
そ
ん
な
声
が
上
が
っ
た

と
は
聞
い
て
い
な
い
。
今
回
は
自
治
省
が

開
発
業
者
と
組
ん
で
推
進
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
へ
の
押
し
つ

け
で
あ
る
。
制
度
に
対
し
て
地
方
自
治
体

は
拒
否
で
き
る
の
か
。
個
人
が
番
号
を
拒

む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

膨
大
な
投
資
の
費
用
対
効
果
を
考
え
た

行
く
末
は
、
結
局
は
カ
ー
ド
の
多
目
的
化
、

身
分
証
明
書
と
し
て
の
必
携
強
化
。

私
た
ち
は
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
設
置
法
の

よ
う
な
対
案
を
用
意
し
な
が
ら
、
総
合
的

な
情
報
公
開
を
求
め
て
い
き
た
い
。

（
日
曜
論
争
・
住
民
番
号
制

白
石
孝
さ
ん
の
発
言
か
ら
）

※
白
石
孝
さ
ん
は
、
先
日
の
P
I
J
シ
ン
ポ
で
、

パ
ネ
ラ
ー
と
な
っ
た
方
で
す
。
右
の
記
事
は

市
民
団
体
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」

共
同
代
表
と
し
て
発
言
さ
れ
た
も
の
で
す
。

・自治省の「最終報告」、本号の、

PIJの分析と新聞各紙の解説をお読

みいただければ、そのとんでもな

い「まやかし」の正体がおわかり

いただけるでしょう。ただし、日

経新聞は「最終報告」を納税者番

号制度の「一選択肢」としか考え

ていない。こんな論調では、日本

の経済を「指導」する新聞として、

恥ずかしいと思うのだが..... (T

N e t W o r kのつぶやき


